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東温市の『と』をデザイン化。躍動
する人をイメージしています。赤い
丸は夢を育む情熱のまち、二重に重
なる構成は二町合併を意味します。
未来に躍進する東温市を象徴してい
ます。

市  章

日本を代表する花として広く愛され、
市内には、桜三里、源太桜、玉糸桜、
塩ヶ森公園、桜づつみ公園、重信川
の公園など、数々の名所があり、多
くの市民に親しまれています。

市の花

春から夏にかけて樹冠いっぱいに咲
く花や美しい秋の実と紅葉など、一
年を通じて楽しめ、育てやすく新鮮
さと親しみのある木です。明治の終
わりに日本からワシントンに贈った
「さくら」の返礼として贈られた木と
して有名です。

市の木

さくら

はなみずき

愛媛県東温市



　東温市は、平成16年 ９ 月の ２ 町合併により誕生し、平成18年10月に策定した東温市総合
計画では「いのち輝き 緑あふれる 東温市」を将来像に掲げ、今日まで一体感の醸成と均衡
ある発展を目指したまちづくりを進めてまいりました。
　その間、人口減少や少子・高齢化の急速な進展、世界・日本経済の変動、大規模な自然災
害の発生など、私たちを取り巻く社会経済情勢は大きく変化し、我が国全体が、これまでに
経験したことのない転換期を迎えています。
　本市においても人口減少、少子・高齢化は着実に進行しており、こうした社会を取り巻く
環境の変化による地域課題の解決に向けた取り組みが急務となっています。
　このような状況を踏まえ、このたび、平成28年度から10年間のまちづくりの方向性を示
した「第 ２ 次東温市総合計画」を策定しました。
　本計画では、人口 3 万 ５ 千人弱の小さなまちである本市が、10年後も十分な存在感を示し、
将来を担う子どもたちがよりよい環境で住み続けられるまちづくりを推進するため、将来像
を「小さくてもキラリと光る 住んでみたい 住んでよかった 東温市」 としました。
　今後とも、市民の皆さまとの協働により、知恵を出し合いながら、“未来へ歩もうこのま
ちで”をスローガンに、職員一同全力で取り組んでまいりますので、市政への積極的なご参
画、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びにあたり、本計画策定にご尽力いただきました総合計画審議会委員及び市議会議員の
皆さまをはじめ、アンケートなどを通してご意見をいただいた関係団体及び市民の皆さま方
に心から感謝を申し上げます。

　　平成28年 3 月
東温市長　髙須賀　功

「 小さくてもキラリと光る

  住んでみたい 住んでよかった 東温市 」
  を目指して

TO the future ON the town
～未来へ歩もう  このまちで～
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１ . 　 総 合 計 画 の 趣 旨

東温市総合計画は、長期的な展望に基づいて、まちづくりの将来目標を示すとともに、市政を総合
的、計画的に運営するために、各行政分野における計画や事業の指針を明らかにするものであり、市
政運営の最も基本となる計画です。

本市では、平成18年度から平成27年度を計画期間とする東温市総合計画を策定し、「いのち輝き 
緑あふれる 東温市」を将来像として各種施策を推進してきました。

近年の全国的な少子高齢化による人口減少の中で、本市は人口規模を維持していますが、少子化、
高齢化は着実に進行しており、本計画期間となる今後の10年間は、本市発展の方向を決定する大き
な転換期と考えられます。

地理的好条件を背景に、健康・医療の分野を柱に、環境、産業、福祉、教育、防災など、地域の実
情や市民のニーズを把握しながら進めてきたこれまでのまちづくりの歴史を基盤に、本市の特性を生
かして、より一層魅力あるまちづくりを進めていくため、「第 ２ 次東温市総合計画」を策定します。

計画の役割
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２ . 　 総 合 計 画 の 構 成 と 期 間

本計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」で構成します。
「基本構想」

将来像とまちづくりの方向性を示すもので、計画期間を平成28年度から37年度までの10年間とし
ます。
「基本計画」

基本構想を実現するための施策内容を体系的に示すもので、社会経済情勢の変化に対応できるよう、
計画期間を前期 ５ 年間、後期 ５ 年間とします。
「実施計画」

基本計画で定めた施策を推進するための具体的な事業を示すもので、計画期間を 3 年間とし、毎年
ローリングにより見直します。

年　度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

基本構想

基本計画

実施計画

３ . 　 総 合 計 画 の 進 捗 確 認

まちづくりの基本指針である総合計画の着実な進行と成果を管理するため、進捗確認を行います。
進捗確認を行う対象は基本計画及び実施計画とし、基本構想に掲げる将来像及び施策の大綱の目的

が達成されるために適正な手段（事業）を講じているか、計画に掲げた目標に対してどこまで進んだ
かを確認します。

また、各種法律や制度の変更、社会・経済情勢の変化に応じて計画自体を見直すとともに、市役所
内部において各課横断的に情報共有を図ることとします。

前 期 後 期

毎 年 見 直 し

ACTION　
計画の見直し

DO　計画の実施

分野の課題

分野ごとに
課題をあげる

目　標 指　標

PLAN　計画の策定

CHECK　進捗の確認

計画に目標を
あげる

計画にあわせて
目標数値を絞り込む

施　策

目標数値の達成に
向けて取り組む
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１ .  位 置 ・ 地 勢

位置1

本市は、面積211.30k㎡、愛媛県のほぼ中央部、松山平野の東部に位置し、県都松山市に隣接す
る都市近郊型の田園都市です。

水と緑の豊かな自然に恵まれ、古くから交通の要衝として開け、現在では、基幹的な総合病院など
の立地をはじめ、高速道路インターチェンジや大型店舗、観光施設の進出など、地域を超えた交流の
拠点ともなっています。

地勢2

本市の東部には石鎚山脈、南部には皿ヶ嶺連峰、北部には高縄山塊を臨み、三方の山間部と西部の
松山平野に向かって広がる扇状地などから形成されています。

中央部を流れる重信川をはじめ、これに合流する表川や東部の山間部を流れる滑川など、多くの河
川が流れるほか、緑豊かな山々には多くの滝もあり、自然豊かな地勢を有しています。

東温市の位置
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２ .  自 然

本市の平均気温は16. 4 ℃、年間降水量は 1 ,417. 5 ㎜と、四季が明瞭で比較的温暖な地域です※。
自然に恵まれた本市は、一級河川である重信川とその支流において豊富な水をたたえています。こ

の河川の恵みによって風光明媚な景勝地がつくられ、市民のみならず、観光客にも親しまれています。
また、天然温泉や桜の名所、豊かな農作物など、都市的な住宅地を囲むように豊かな自然が残るまち
です。

３ .  人 口

平成1７年から平成27年の住民基本台帳人口を見ると、本市の人口は、平成21年まで増加傾向で
推移していましたが、それ以降緩やかな減少傾向で推移しています。平成23年から平成24年にかけ
ては△171人と過去12年間で最大の減少幅となっていますが、その後減少幅は縮小しています。

一世帯当たり人員は、過去12年間一貫して減少傾向で推移しており、平成27年には 2 .35人とな
っています。

高齢化率は、平成17年の21. 7 ％から平成27年には27. 3 ％へ増加しており、高齢化が進んでいます。

人 口 の 推 移 （ 住 民 基 本 台 帳 ）

34,376
34,831

34,150

2.67 
2.51 

2.35 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

（人）

資料：住基年報（平成17年～平成25年：各年 3 月31日現在）
（平成26年、平成27年：各年 1 月 1 日現在）

※平均気温及び年間降水量は平成26年松山地方気象台
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年 齢 階 層 別 人 口 構 成 比 の 推 移 （ 住 民 基 本 台 帳 ）

14.0％H17年

H19年

H21年

H23年

H25年

H27年

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％
0～14歳 15～64歳 65歳以上

60％ 70％ 80％ 90％ 100％

64.3％ 21.7％

13.1％ 59.6％ 27.3％

平成16年から平成26年の人口動態を見ると、自然動態は平成16年からマイナスで推移しており、
平成23年からは100人超のマイナスが続いています。一方、社会動態では、平成21年からマイナス
で推移していましたが、平成26年にはプラスに転じ、転入が転出を上回っています。

人 口 動 態 　

　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人
　 自然動態 社会動態

純増減数
出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数

H16年 264 308 △44 1 ,704 1 ,564 140 96
H17年 257 286 △29 1 ,709 1 ,591 118 89
H18年 259 306 △47 1 ,837 1 ,638 199 152
H19年 282 324 △42 1 ,719 1 ,635 84 42
H20年 280 323 △43 1 ,643 1 ,540 103 60
H21年 276 345 △69 1 ,456 1 ,502 △46 △115
H22年 261 350 △89 1 ,383 1 ,442 △59 △148
H23年 251 375 △124 1 ,278 1 ,325 △47 △171
H24年 248 349 △101 1 ,365 1 ,409 △44 △145
H25年 241 347 △106 1 ,370 1 ,502 △132 △238
H26年 247 403 △156 1 ,533 1 ,399 134 △22

資料：住基年報（平成17年～平成25年：各年 3 月31日現在）
（平成26年、平成27年：各年 1 月 1 日現在）

資料：住基年報（平成16年～平成24年： 4 月 1 日～ 3 月31日）
（平成25年、平成26年： 1 月 1 日～12月31日）
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出 生 ・ 死 亡 数 の 推 移 （ 自 然 動 態 ）

転 入 ・ 転 出 数 の 推 移 （ 社 会 動 態 ）
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４ . 　 産 業 構 造 ・ 観 光 ・ 交 通

本市の産業区分別就業者数（平成22年国勢調査結果）を見ると、第 1 次産業就業者数は1,408人、
第 2 次産業就業者数は2,820人と大幅に減少しており、第 3 次産業就業者数は11,098人と増加して
います。

産業の特色は、豊かな自然環境を生かし、水稲作や麦作、野菜栽培などの農業が盛んで、特に愛媛
県の食文化に欠かせない麦味噌の材料となる裸麦の県内主要産地になっています。

製造業では、大規模工場も立地するほか、特色のある中小零細企業が数多くあり、また、志津川地
区にある愛媛大学医学部との連携による、医療・健康関連産業の活性化も期待されるところです。

近年、観光 PR、物産販売にも力を入れており、どてかぼちゃカーニバル、観月祭など、多彩な取
り組みを行っているほか、温泉資源として「ふるさと交流館（さくらの湯）」と「見奈良天然温泉利楽」
があり、毎年50万人を超える利用客があります。また、西日本初の地域文化発信を行う常設ミュー
ジカル劇場である「坊っちゃん劇場」もあります。

本市の公共交通は、鉄道とバス路線によるネットワークが形成されており、幹線交通では、松山市
中心部と本市を結ぶ伊予鉄道横河原線と路線バス川内線、支線交通では、横河原駅や川内バスターミ
ナルと山間部を結ぶ路線バスが運行されています。

産 業 区 分 別 就 業 者 数 の 推 移

単位：人

0　　 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

第 1 次産業 第 2次産業 第 3次産業 分類不能の産業

1,408 2,820 11,098 494

1,778 3,289 10,787 116

1,855 4,103 10,196 33

2,182 4,241 9,358 36

H22 年

H17 年

H12 年

H7 年

（人）

資料：各年国勢調査
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５ . 　 ア ン ケ ー ト か ら み た 本 市 の 課 題

アンケートの実施概要1
　

「第 2 次東温市総合計画」の策定にあたり、市民の定住意向や各分野における満足度・重要度、今
後力を入れるべき施策などについて「まちづくり 市民アンケート調査」を実施しました。

一般市民（16歳以上）
名 称 まちづくり 市民アンケート調査
実 施 年 月 平成26年 7 月
実 施 方 法 郵送による配布・回収
調 査 対 象 3,000人
有効回収数 1,424（47. 5 ％）

アンケートの結果概要2

①　東温市の住み心地について

問　あなたは、東温市が「住みやすいまち」だと感じますか。

東温市の住みやすさ

②　今後の定住意向について

問　�あなたは、これからも東温市に住み続けたいと思いますか。（進学や転勤などやむを得ない
理由は無いものとしてお考えください。）

定住意向

55.1 34.1 7.2

1.2 2.5

n
1424

(%)
全体

住み続けたい どちらかと
いえば住み
続けたい

どちらかと
いえば住み
続けたくない

住み続けたく
ない

無回答

47.6 37.5 9.3

3.3 1.2 1.1

n
1424

(%)
全体

住みやすい どちらかと
いえば住み
やすい

どちらとも
いえない

どちらかと
いえば住み
にくい

住みにくい 無回答
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③　住み続けたい理由について

問　住み続けたいと思う主な理由は何ですか。【複数回答】

　　　　　　　　　　　　住み続けたい理由

④　住み続けたくない理由について

問　住み続けたくないと思う主な理由は何ですか。【複数回答】

　　　　　　　　　　　住み続けたくない理由

（％） 0 10 20 30 40 50 60 70 80

68.5

48.4

32.1

29.1

23.8

15.8

12.0

10.5

6.5

5.9

4.7

4.4

3.4

1.3

1.3

1.2

0.7

0.4

4.7

n=1270

自然や空気などの環境が良い

住み慣れて愛着がある

買い物など日常生活が便利

保健･医療サービスが整っている

交通の便が良い

上･下水道の環境整備が整っている

近所付き合いがしやすい

公園や緑地が多い

働く場所がある

子育て･教育環境が整っている

福祉サービスが整っている

地域の連帯感がある

消防･防災･防犯体制が整っている

情報通信網が整っている

行政サービスが充実している

文化･スポーツ環境が整っている

歴史･文化資源が充実している

活力ある産業がある

その他

（％） 0 10 20 30 40 50 60

55.5

41.2

32.8

26.9

24.4

16.0

10.1

7.6

6.7

5.9

5.9

5.0

4.2

4.2

4.2

2.5

1.7

1.7

13.4

n=119

交通の便が良くない

買い物など日常生活が不便

働く場所が少ない

まちに対して愛着があまりない

近所付き合いがしにくい

活力ある産業がない

地域の連帯感が乏しい

行政サービスが充実していない

文化･スポーツ環境が整っていない

福祉サービスが整っていない

子育て環境が整っていない

保健･医療サービスが整っていない

上･下水道の生活環境が整っていない

情報通信網が整っていない

歴史･文化資源が充実していない

自然や空気の環境が良くない

消防･防災･防犯体制が整っていない

公園や緑地が少ない

その他
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⑤　施策の満足度と重要度について

問　�これまで東温市総合計画（平成18年度～平成27年度）に沿って進めてきた、各分野にわた
る取り組みについて、これまでの「満足度」と、これからの「重要度」をおたずねします。

　　�それぞれの項目ごとに、あなたのお考えに一番近い番号を １つ選んで○印をつけてください。

【これまでの施策の満足度】
東温市の各分野について、どの程度満足しているかを把握するため、生活環境、安全、産業・観

光など ６ 分野37項目を設定し、項目ごとに「満足」、「ある程度満足」、「どちらともいえない」、「や
や不満」、「不満」の 5 段階で評価してもらい、その結果を加重平均値による数量化で評価点（満足
度：最高点10点、中間点 ０ 点、最低点 -10点）を算出しました。　

2.21 

2.21 

3.70 

3.09 

2.74 

2.96 

1.01 

0.66 

3.67 

1.85 

1.72 

1.53 

1.57 

0.90 

2.45 

2.36 

1.28 

1.19 

1.35 

0.36 

0.47 

-0.14 

-0.42 

0.25 

0.19 

-0.33 

0.39 

0.57 

0.63 

0.65 

0.45 

0.35 

0.99 

0.69 

0.82 

1.09 

0.34 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

環境施策の総合的推進

公園・緑地・水辺の整備

上水道等の整備

下水道等の整備

ごみ処理等環境衛生対策の充実

消防・防災体制の充実

交通安全・防犯体制の充実

消費者対策の充実

生涯健康づくりの推進

地域福祉体制づくりの推進

高齢者施策の充実

障がい者施策の充実

子育て支援の充実

社会保障の充実

生涯学習社会の確立

学校教育の充実

青少年の健全育成

芸術・文化の振興

生涯スポーツの振興

国際化への対応と多様な交流活動の促進

農業の振興

林業の振興

商業の振興

工業の振興

観光・レクリエーションの振興

雇用・勤労者福祉の充実

調和のとれた土地利用の推進

魅力ある市街地の整備

景観の形成

住宅・宅地の整備

道路・交通網の整備

情報化の推進

人権尊重のまちづくりの推進

男女共同参画社会の形成

地域コミュニティの育成

市民と行政との協働のまちづくりの推進

自立した自治体経営の推進

満足

地球と共生す
る快適環境の
まちづくり

１

みんなが元気
になる健康福
祉のまちづく
り

２

心豊かに学び
あう文化創造
のまちづくり

３

創造性と活力に
満ちた元気産業
のまちづくり

４

自然と調和す
る快適な都市
基盤のまちづ
くり

５

みんなでつく
る協働・自立
のまちづくり

６

不満

（単位：評価点）
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【これからの施策の重要度】
東温市の各分野について、どの程度重視しているかを把握するため、37項目について、　　「重

要である」、「やや重要」、「どちらともいえない」、「あまり重要でない」、「重要でない」の 5 段階で
評価してもらい、その結果を加重平均値による数量化で評価点（重要度：最高点10点、中間点 ０ 点、
最低点 -10点）を算出しました。

5.77 

4.93 

6.35 

6.17 

6.62 

6.56 

6.39 

3.46 

5.94 

5.03 

6.10 

5.18 

6.03 

5.43 

3.93 

5.96 

4.87 

2.94 

3.24 

2.42 

5.07 

3.79 

4.22 

4.27 

3.55 

5.64 

3.58 

4.71 

3.57 

3.41 

5.40 

3.34 

3.52 

3.88 

3.38 

3.34 

3.85 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

環境施策の総合的推進

公園・緑地・水辺の整備

上水道等の整備

下水道等の整備

ごみ処理等環境衛生対策の充実

消防・防災体制の充実

交通安全・防犯体制の充実

消費者対策の充実

生涯健康づくりの推進

地域福祉体制づくりの推進

高齢者施策の充実

障がい者施策の充実

子育て支援の充実

社会保障の充実

生涯学習社会の確立

学校教育の充実

青少年の健全育成

芸術・文化の振興

生涯スポーツの振興

国際化への対応と多様な交流活動の促進

農業の振興

林業の振興

商業の振興

工業の振興

観光・レクリエーションの振興

雇用・勤労者福祉の充実

調和のとれた土地利用の推進

魅力ある市街地の整備

景観の形成

住宅・宅地の整備

道路・交通網の整備

情報化の推進

人権尊重のまちづくりの推進

男女共同参画社会の形成

地域コミュニティの育成

市民と行政との協働のまちづくりの推進

自立した自治体経営の推進

重要

地球と共生す
る快適環境の
まちづくり

１

みんなが元気
になる健康福
祉のまちづく
り

２

心豊かに学び
あう文化創造
のまちづくり

３

創造性と活力
に満ちた元気
産業のまちづ
くり

４

自然と調和す
る快適な都市
基盤のまちづ
くり

５

みんなでつく
る協働・自立
のまちづくり

６

（単位：評価点）
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⑥　今後望むまちづくりについて

問　 あなたは、今後のまちづくりにおいて、東温市をどのようなまちにしたいと考えますか。
　　【複数回答】

保健･医療･福祉の充実したまち

安心･安全な住環境の整備を優先するまち

美しい自然環境や景観が誇れるまち

農業や農村環境を大切に守り育てるまち

保育･教育環境が充実したまち

生涯学習や文化芸術スポーツ活動が活発なまち

商業の振興や企業立地を推進するまち

観光や交流事業を進めるまち

積極的な市民参加による市民主役のまち

その他

わからない

（％） 0 10 20 30 40 50 60 70

60.0

55.2

49.3

30.1

25.5

13.2

12.9

7.2

5.2

1.9

2.5

n=1424
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１ .  人 口 減 少 社 会 の 到 来 と 経 済 社 会 に 与 え る 影 響

国立社会保障・人口問題研究所によると、平成22年の日本の総人口は 1億2,806万人（国勢調査）
であったのが、出生中位推計の結果に基づくと、以後、長期の人口減少過程に入るとしています。平
成42年の 1 億1,662万人を経て、平成60年には 1 億人を割って9,913万人となるものと推計してい
ます。
人口減少は、労働力人口の減少や消費市場の縮小を引き起こすことにつながり、この経済規模の縮

小が始まると、歯止めのきかない「縮小スパイラル」に陥る可能性があります。
こうした中、本市においては、若者の結婚やその後の妊娠など出生数を増やすための施策、子育て

家庭のニーズの把握とその対策、高齢者の住みやすい環境づくりを今後10年間で今まで以上に、よ
り具体的かつ効果的に講じていくことが必要となっています。

2 .  大 規 模 な 自 然 災 害 等 の 発 現 率 の 高 ま り

平成23年 3 月11日、東日本大震災の発生により我が国は未曽有の被害を受けました。内閣府の地
震調査研究推進本部では、平成25年 5 月の南海トラフの地震活動の長期評価において、地震（Ｍ 8
～ 9クラス）の30年発生確率を60～70％としており、東日本大震災に匹敵する規模の地震が起きる
可能性が高まっていることを示唆しています。また、近年では大きな被害をもたらす竜巻、突風、ゲ
リラ豪雨など、台風以外の局地的な自然災害も頻発しています。
防災・減災への対策として、内閣府では「国土強靭化推進本部」を設置し、社会資本の整備ととも

に、防災教育や防災訓練などのソフトウェア対策も重要視していくこととしています。
本市においても、老朽化している社会資本の対策を図るとともに、市民や企業、各種団体の連携・

協力体制を構築していきながら、耐震化の促進や防災教育、防災訓練のさらなる推進を図る必要があ
ります。

3 .  地 球 温 暖 化 等 の 環 境 問 題

近年、日本列島は猛暑と度重なる豪雨など、今までに類のない異常気象に襲われています。国内最
高気温の更新や大規模自然災害が起きるなど、地球温暖化を起因とする自然災害が頻発しています。
国土交通省の発表によると、土砂災害の発生件数はこの20～30年で1.5倍に増えており、増加の

主な原因は地球温暖化が招く大雨の頻発であるとしています。
我が国は、島国として固有の生態系を有し、自然を愛し、自然を敬う風習が強い国です。本市にお

いても、緑豊かな自然を後世に引き継ぐため、環境問題に対して真摯に取り組んでいくことが求めら
れています。
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4 .  産 業 構 造 や 雇 用 形 態 の 変 化

世界第 3位の経済大国である我が国にあって、四国の経済規模は「 3％経済」と言われ、製造業は
基礎素材型産業（化学、非鉄金属、石油・石炭、パルプ・紙など）のウェイトが 5割以上と高くなっ
ています。
平成20年のリーマンショックにより、円高が進み輸出依存型（または資源輸入型）の日本経済は

大きな影響を受けました。
東日本大震災の復興と、強い日本経済を取り戻すため、国では「日本再興戦略」を立て“攻めの農

林水産業”“地方産業競争力の強化”“雇用制度改革”など、経済成長を重視する方向性を打ち出して
おり、今までよりも“地方”や“中小零細企業”に目を向けています。
本市においても、今後、変化が予想される制度・規制などの情報に常にアンテナを張り、変化をう

まく活用する柔軟な対応が必要になっています。

5 .  消 費 者 の 安 全 意 識 の 高 ま り

食中毒、BSE問題、商品のすり替え、偽装表示など、食の安全への懸念と不信に関する事件が、近
年数多く報道されています。食に限らず、インターネットの普及などに伴い消費者に関わるトラブル
が増加しています。
平成26年版消費者白書によると、全国の消費生活センターなどに寄せられた消費生活相談は、

2013年度に約92万5000件と、前年度から ６万件も増加しています。こうしたトラブルが氾濫する
中で、消費者は、自ら進んでその消費生活に関して、必要な知識を修得し、必要な情報を収集するな
ど、自主的かつ合理的な行動に努める意識が高まっています。
インターネットの普及により、情報収集のみならず、情報の拡散が容易にできるようになっており、

消費者をトラブルから未然に防ぐ啓発はもとより、トラブルが起きた場合の相談体制の周知、生産者
への啓発や対応策の重要性についての啓発など、本市においても、安全な消費生活が送れる環境を整
備していく必要があります。

6 .  地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 希 薄 化

平成26年版高齢社会白書によると、高齢者の近所付き合いの程度は、全体では「親しく付き合っ
ている」が51. 0 ％で最も多く、「あいさつをする程度」は43. 9 ％、「付き合いがほとんどない」は
5.1％となっています。しかし、一人暮らしの男性では、「付き合いがほとんどない」が17. 4 ％と高
くなっています。
地域における集落や自治会など、地縁的結び付きのあるコミュニティは、地域の歴史・文化の継承

を行うとともに、自然環境の保全や地域福祉活動、防災、教育、商業活動などに重要な役割や愛着あ
る機能を有しています。
本市においても、平野部における移住者の増加、山間部における過疎化に伴う集落の維持など、コ

ミュニティは今まで以上に重要になっていることを踏まえ、地域特性にあった支援策を行っていく必
要があります。
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Ⅱ 基本構想
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１ .  1 0 年 後 の 将 来 像

これからの10年間、市民が力を合わせ、将来を担う子どもたちが東温市に誇りを持ち続けること
ができるまちづくりを進めるため、本市の平成37年度の将来像を以下のように設定し、活力あるま
ちづくりを推進します。

将来像「小さくてもキラリと光る 住んでみたい 住んでよかった 東温市」とは、本格的な人口減
少社会が到来する中、人口 ３ 万 ５ 千人弱の小さなまちである本市が、10年後も十分な存在感を示し
て“住んでみたい”“住んでよかった”と言われるまちの実現を目指して、東温市に誇りを持ち、よ
りよい環境で住み続けられるまちづくりを今まで以上に推進していく意気込みを将来像に込めました。

18

第
1
章

第
2
章

Ⅱ 

基
本
構
想

第1章  東温市の将来像



２ .  1 0 年 後 の 人 口 規 模

本市における平成22年国勢調査の総人口は35,253人となっています。
将来推計では、今後も人口減少傾向が続き、平成32年に34,035人、平成37年に33,108人となる

ことが見込まれます※。
本計画では、快適で安全・安心な生活環境や社会基盤の整備をはじめ、福祉や子育て、教育の充実、

また、活力ある産業の振興などに取り組み、住みやすさを向上させることにより出生数や転入者の増
加を図り、平成37年の目標人口（国勢調査）を34,000人とします。

【将来人口の推計と目標人口】
（国勢調査）

35,278 35,253

34,035

34,389

33,108

33,943

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

H17年 H22年 H27年 H28年 H29年 H30年 H31年 H33年 H34年 H35年 H36年

（人）

東温市独自推計
国立社会保障・

人口問題研究所推計
国勢調査人口

H37年H32年

目標人口

３４，０００人

　　　※国立社会保障・人口問題研究所が行ったコーホート要因法による推計結果
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３ .  施 策 の 展 開

 アンケートからみた市の課題
・ 住みやすいまちだと思うか尋ねた設

問では、「住みやすい」と「どちら
かといえば住みやすい」を合わせた
割合は85. 1 ％でした。

　
・ 定住意向を尋ねた設問では、「住み

続けたい」と「どちかといえば住み
続けたい」を合わせた割合は89. 2
％でした。

・アンケートによる市民意向

 踏まえるべき時代の潮流
①　人口減少社会の到来と経済社会に与える影響（人口減少は労働市場や消費市場の縮小を引き起こす可能性）
②　大規模な自然災害等の発現率の高まり（南海トラフ地震（Ｍ 8 ～ 9 クラス）は30年発生確率60～70％）
③　地球温暖化等の環境問題（土砂災害はこの20～30年で1. ５ 倍。増加の主な原因は地球温暖化が招く大雨の頻発）
④　 産業構造や雇用形態の変化（国では「日本再興戦略」を立て、“攻めの農林水産業”“地方産業競争力の強化”“雇用制度改革”

など、経済成長を重視する方向性を打ち出している）
⑤　消費者の安全意識の高まり（食に限らず、インターネットなどの消費者に関わるトラブルが増加）
⑥　地域コミュニティの希薄化（近所付き合いをしない高齢者が増えてきている）

1 . 位置・地勢・自然
・都市近郊型の交通アクセス至便の立地 ・三方が山間部に囲まれ、西部の松山平野に広がる
・重信川の豊かな水源 ・宅地は市面積の4. ４ ％
2 . 人口の減少と少子高齢化

【住民基本台帳人口】 【年少者割合】 【高齢者割合】
平成17年 34,376人 14. 0 ％ 21. 7 ％
平成27年 34,150人 13. 1 ％ 27. ３ ％
３ . 産業

・水稲、麦などの農業　　・大学病院など医療、健康関連産業の集積　　・物流利便性が高い
・温泉や多様なイベントを核とした観光

順位 これまでの施策の満足度 これからの施策の重要度 今後望むまちづくり

１ 上水道等の整備 ごみ処理等環境衛生対策の充実 保健・医療・福祉の充実したまち

2 生涯健康づくりの推進 消防・防災体制の充実 安全・安心な住環境の整備を優先するまち

３ 下水道等の整備 交通安全・防犯体制の充実 美しい自然環境や景観が誇れるまち

４ 消防・防災体制の充実 上水道等の整備 農業や農村環境を大切に守り育てるまち

５ ごみ処理等環境衛生対策の充実 下水道等の整備 保育・教育環境が充実したまち
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「
小
さ
く
て
も
キ
ラ
リ
と
光
る 

住
ん
で
み
た
い 

住
ん
で
よ
か
っ
た 

東
温
市
」

政 策 目 標将来像

みんなが元気になる
健康福祉のまち

安全で快適な
社会基盤のまち

創造性と活力に満ちた
元気産業のまち

心豊かに学びあう
文化創造のまち

みんなでつくる
協働・自立のまち

■ 生涯健康づくりの推進
■ 地域福祉体制づくりの推進
■ 高齢者施策の充実
■ 障がい者施策の充実
■ 子育て支援の充実
■ 社会保障の充実

■ 安全・安心な都市基盤の整備
■ 良好な住環境づくりの推進
■ 環境施策の総合的推進
■ 上下水道等の整備
■ 消防体制と防災・減災対策の充実
■ 防犯・消費生活・交通安全対策の充実

■ 農林業の振興
■ 商工業の振興
■ 観光・物産の振興
■ 雇用・勤労者福祉の充実

■ 学校教育の充実
■ 青少年の健全育成
■ 生涯学習社会の推進
■ 文化・スポーツの推進

■ 人権尊重のまちづくりの推進
■ 男女共同参画社会の形成
■ 地域コミュニティの育成
■ 市民と行政との協働のまちづくりの推進
■ 自立した自治体経営の推進

政 策 項 目
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将来像「小さくてもキラリと光る　住んでみたい　住んでよかった　東温市」の実現に向け、施策
の大綱を次のとおり定めます。

１ .　みんなが元気になる健康福祉のまち

生涯健康づくりの推進1
　

健康寿命を延伸し、健康格差が縮小できるよう、生活習慣病の発症予防と重症化予防を徹底し、健
康を支え守るための社会環境整備や地域医療体制の整備に努め、生涯健康づくりを推進します。

基幹型の総合保健福祉センター建設を推進するほか、健康づくりの基本計画である「健康増進計画」
及び「食育推進計画」に基づき、市民と行政の協働による計画推進に努めます。

地域福祉体制づくりの推進2
　

少子高齢化などの社会環境の変化が進み、核家族や独居高齢者が多くなっていくことが懸念される
中、多種・多様化、また複雑化する市民の福祉サービスのニーズに対応できるよう、各種関係団体と
連携・協力のもと、地域による支えあいの体制づくりを推進します。

高齢者施策の充実3

可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包
括ケアシステムの構築を推進します。

新しい介護予防・日常生活支援事業や介護給付費適正化事業の推進により、地域の実情に応じた持
続可能な介護保険事業運営に努めます。

要介護者も安心して生き生きと暮らせるよう、認知症対策や在宅医療・介護連携を推進します。
　

障がい者施策の充実4

障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、すべての人の権利が尊重され、住み慣れた地
域で安心して輝きながら自立した生活ができるよう、「障害者基本計画」及び「障害福祉計画」に基
づき、障害福祉サービス及び地域生活支援事業を提供するための体制を確保し、各種事業の充実を図
ります。
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子育て支援の充実5

核家族化やひとり親家庭の増加による子どもを育てる環境の変化により、子育てへの個人の負担が
増大し、子育て支援の重要性が増していることから、安心して子育てができるよう、三世代同居・近
居を支援するとともに、地域と関係機関が連携した総合的な子育て支援施策を推進します。

社会保障の充実6

市民生活における医療、年金などの社会保障制度に対する期待と不安が交錯する中、市民が健康で
安心した生活を送れるよう、社会保障制度の適正な運営に努めます。

生活困窮者の社会的・経済的な自立と生活向上のため、生活保護制度と生活困窮者支援制度の一体
的実施による重層的なセーフティネットの構築を進めます。

　

よしいのこども館

三世代交流 仲よし運動会
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２ .　安全で快適な社会基盤のまち

安全・安心な都市基盤の整備1

道路の計画的な整備促進や橋梁などの適切な維持管理に努め、施設の長寿命化を図ります。
松山自動車道の有効活用と、並行する一般道路の渋滞緩和や地域経済の活性化を図るため、スマー

トインターチェンジ設置を推進します。
公共交通は、まちづくりとの関係性を重視した取り組みを新たに計画し、本市の地域資源である「鉄

道」を最大限活用した施策を推進します。また、地域のおでかけ手段の確保に向け、既存の鉄道やバ
ス路線を維持しつつ、地域で考え、地域に合った、地域で動かす生活交通の実現化に取り組みます。

良好な住環境づくりの推進2

市営住宅の住戸改善を計画的に実施し、適切な市営住宅ストックの管理・運営に努めます。
良好な住環境の形成に向け、地域の実情や市民ニーズを把握し、総合的かつ計画的な景観形成を推

進します。
地域の実情や要望を把握し、みんなに親しまれる公園づくりに努めます。
市内に点在する空き家の適正な管理を推進するとともに、移住・定住の促進を図ります。

環境施策の総合的推進3

新エネルギー・省エネルギーの重要性が増していることから、情勢を注視し積極的な対応に努めます。
市内の豊かな自然環境を守ることが地球温暖化対策や生物多様性の保全などの国際的な環境問題の

解決にもつながることから、市民と協働のもと、森林、河川の保全に努めます。
ごみ処理のさらなる分別収集の徹底と、ごみの減量化に取り組み、老朽化した焼却施設の長寿命化

を実施し維持管理に努めます。

上下水道等の整備4

災害に強い施設整備に努めるとともに、安全・安心な水質管理体制の強化と安定供給を図りつつ、
上水道事業の健全運営に努めます。

下水道の整備計画区域や整備手法を再検討するとともに、使用料の定期的な見直しや、「地方公営
企業法」の適用による効果的かつ効率的な事業の推進に努め、公共用水域の水質の保全を図ります。
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消防体制と防災・減災対策の充実5

地域防災力の向上を図り、近い将来に発生が予想される南海トラフ巨大地震などに備えるため、各
地区自主防災組織の育成強化や消防団、自主防災組織連絡協議会、防災士会、ボランティア団体など
と連携した組織体制の構築に努めます。

防災の基本方針に「減災」を位置づけ、市民は自らの安全は自らが守る「自助」を実践し、地域に
おいては互いに助けあう「共助」に努め、市が「公助」により補完することを基本とした防災活動を
推進します。

防犯・消費生活・交通安全対策の充実6

松山南防犯協会などの関係機関と連携し地域住民が安全に安心して暮らせるまちづくりを各自治会
とともに推進します。

消費生活相談員による消費生活相談への適切な対応や啓発活動を推進するとともに、新しい手口に
迅速に対応できるよう、情報収集に努めます。
「交通安全計画」に基づき、関係機関と協力しつつ、交通の状況や地域の実態に即して、交通の安

全に関する施策を展開します。

　
志津川土地区画整理

総合防災訓練
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３ .　創造性と活力に満ちた元気産業のまち

農林業の振興1

高齢化などによる後継者不足や農林産物の価格低迷による減収が深刻な問題となっており、国・県
の農林業政策の活用や農地集積を推進し、農林業の担い手を積極的にサポートします。

農林産物の高付加価値化、市場の掘り起しなどについて関係機関と連携して取り組み、農林業所得
の向上を図ります。

新たな １ 次産品や加工品の研究開発及び販路拡大への支援を通じて、農商工連携、 ６ 次産業化を推
進し“とうおんブランド”の確立に努めます。

商工業の振興2
　
本市の恵まれた立地特性を生かし、さらなる商工業の活性化を図るとともに、消費者ニーズに即し

た地域密着型のサービスの展開など、既存企業の支援策の充実を図ります。
横河原商店街のにぎわいづくりを進めるとともに、商工会と連携を密にし、企業経営の安定化に向

けた各種融資制度の活用や新たな支援に努めます。
「中小零細企業振興基本条例」に基づき、産学官金及び市民が連携し、より一層の中小零細企業の

振興施策を推進します。

観光・物産の振興3

市内の温泉施設や産直市場の支援に努めるとともに、自然や歴史・文化などの地域資源、サイクリ
ング、東温アルプス登山などを組み入れた観光ルートの開発・PR を推進します。

観光物産協会と連携を密にし、イメージキャラクターいのとん、観光大使を活用した観光 PR や物
産展を積極的に開催し、魅力発信に努めるとともに、集客力が期待されるイベントの充実に向けた支
援を行います。
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雇用・勤労者福祉の充実4

市内における雇用の場を確保するため、新たな工業団地の建設に取り組むとともに、事業所の新設・
増設などを支援し、企業誘致・留置を推進します。

大都市への若者の流出や、非正規雇用者、低所得者などの増加による労働環境などの改善が求めら
れている中、働きやすい環境整備や労働条件の向上など、勤労者が健康でより快適に就業できるよう、
事業所への啓発などを積極的に推進します。

商工会　産業まつり

産直市

どてかぼちゃカーニバル
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４ .　心豊かに学びあう文化創造のまち

学校教育の充実1

未来を担う子どもたちが生きる力を育み健やかに成長できるよう、学校、家庭、地域がそれぞれの
役割のもと連携を図り、社会総がかりで教育活動を行い、地域に開かれた特色のある学校づくりを推
進します。

学校施設を順次改修し、より安全で安心な教育環境の整備に努めるとともに、関係機関が連携を図
りながら巡回相談、教育相談など特別支援教育の充実を図ります。

学校給食の施設設備と食材の衛生管理を徹底し、安全な給食の提供を行うとともに、食育を通して
食に関する正しい知識を持った心身ともに健全な児童生徒の育成に努めます。

青少年の健全育成2

青少年の非行防止や犯罪の抑止、地域社会の安全確保に向け、補導センターを軸として、学校、地
域、関係機関などと連携し、補導活動の充実と有害環境対策を推進します。

いじめ・不登校をはじめ、教育問題全般に適切に対応できる教育相談活動を推進します。

生涯学習社会の推進3

市民の学習ニーズに対応するため、教え学ぶという相互学習の機能を活用するとともに、図書館の
さらなる充実を図り、より多くの人が利用できる環境整備に努めます。

各種団体との連携により、各世代のニーズにあった講座を実施し、生涯学習活動の充実を図ります。

外国語指導助手（ＡＬＴ）
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文化・スポーツの推進4

市民大学や文化祭など文化芸術活動を促進するとともに、本市に残る貴重な文化財の保存に努め、
市民の自主的な活動へと発展するよう支援を行います。
「スポーツ振興基本計画」に基づき、総合的かつ計画的にスポーツ・レクリエーション活動を推進

するとともに、えひめ国体の開催を契機に、さらなるスポーツ活動の充実・強化を図ります。
　

小学校耐震改修工事（南吉井小学校）

バレーボール大会

図書館（川内分館）
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５ .　みんなでつくる協働・自立のまち

人権尊重のまちづくりの推進1

市民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を認識し、人権に関する知識・理解を深め人権意識
を高めていくため、講演会や研修会を積極的に開催し、関係機関と連携を図りながら、人権教育や啓
発活動を推進します。

男女共同参画社会の形成2

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によってあらゆる分野に参画することができるよう、
男女共同参画の視点に立った意識改革を推進するとともに、意思決定の場への女性の参画拡大を促進
するほか、仕事と家庭生活などが両立する環境の整備に努めます。

地域コミュニティの育成3

市民の地域コミュニティへの関心を高め、また、地域コミュニティ活動の活性化を図るため、魅力
ある地域の創造に向けた自主的な取り組みや活動拠点となる集会所などの整備に対して支援を行い、
地域コミュニティの育成に努めます。

市民と行政との協働のまちづくりの推進4

広報・広聴活動を通して市民のニーズを把握するとともに、自治会や市民団体、企業、NPO など
と連携し、それぞれの果たすべき役割を自覚しながら、相互理解と協働による市民参画型のまちづく
りを推進します。

自立した自治体経営の推進5

増大し多様化する市民ニーズや行政需要に対して、質の高い行政サービスが提供できるよう、職員
の育成と適正な規模による弾力的で機動的な組織運営に努めます。

限りある財源のもと、職員一人ひとりが問題意識を持って事務事業の効率化・適正化に努めるとと
もに、めまぐるしく変化する情勢に迅速・的確かつ柔軟に対応できる行政運営に努めます。
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Ⅲ 前期基本計画
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１ .　重点施策の位置付け

総合計画と総合戦略の関係
現在、日本全体が人口減少社会に突入し、本市においても同様に、少子高齢化・人口減少の影響が

懸念されています。
こうした全国的な人口減少と、それに伴う地方の衰退に歯止めをかけるため、国においては、人口

減少対策と地方創生を推進するための基本方針を決定し、平成26年11月に「まち・ひと・しごと創
生法」が制定されました。

本市においても、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案しながら、平成27年10月に「東
温市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少対策に取り組んでいます。

総合戦略に掲げる各施策については、本基本計画の重点施策に位置付け、より積極的に推進します。

みんなが元気に
なる健康福祉の

まち

みんなで       
つくる協働･ 
自立のまち

心豊かに学び 
あう文化創造 

の まち

　安全で快適な
　  社会基盤の　

まち

創造性と活力 
に満ちた元気 

産業のまち

安定した  
雇用環境

夢の持てる
地域社会出会い～

子育ての希望
がかなう

新しい            
人の流れ

小さくてもキラリと光る　住んでみたい　住んでよかった　東温市

第 2次総合計画
基 本 構 想
前期基本計画

まち･ひと･しごと創生総合戦略
（Ｈ27 ～Ｈ31）
重点施策に位置づけ

（H28 ～Ｈ32）
（H28 ～Ｈ37）
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２ .　重点施策・主要施策

重点施策の体系

まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

※  「妊活」とは、妊娠、出産に向けて正しい知識の習得や活動を行うことで、男女が互いに心身の正しい知識を持ち、将来の人生設
　 計に向けて、妊娠・出産のための準備を行う活動

重点施策 １

重点施策 2

重点施策 3

重点施策 4

安定した雇用環境をつくる
　( 1 ) 働く場所をつくる
　( 2 ) 市内企業を応援する
　( 3 ) 新たな価値をつくる

住みよさを全国に広くアピールし、新しい人の流れをつくる
　( 1 ) 移住・定住を応援する
　( 2 ) 地域資源で人を呼ぶ

出会い、子どもを産み、育てていく希望がかなうまちをつくる
　( 1 ) 出会いを応援する
　( 2 ) 妊活※・出産を応援する
　( 3 ) 子育てを応援する

安心して生涯暮らせる、夢の持てる地域社会をつくる
　( 1 ) 時代に合った地域をつくる
　( 2 ) 地域同士で支えあう
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安定した雇用環境をつくる重点施策 １

総合戦略
基本目標１

本市の恵まれた立地・交通条件を生かし、企業が進出しやすい環境を整えます。
また、多様で付加価値の高い、新たな産業を育成することにより、社会経済情勢
の変化に対応する、足腰の強い産業構造の構築と就業機会の拡大を目指します。

１ ． 働く場所を
つくる

１ - １ 　企業誘致の推進
　　　 1. 工業団地の造成
　　　 2. スマートインターチェンジの整備
　　　 3. トップセールスによる企業誘致
１ - 2 　起業への支援
　　　 1. 起業やキャリアアップの支援
　　　 2. 空き店舗の活用支援
１ - 3 　農林業の振興
　　　 1. 農林業者・消費者双方に対する情報発信
　　　 2. 集落営農・ ６ 次産業化の支援
　　　 3. 林業の新たな事業化の支援

2 ． 市内企業を
応援する

2 - １ 　販路拡大の促進
　　　 1. 中小零細企業への支援
　　　 2.「逆」商談会の開催
　　　 3. 市内事業所による交流イベントの開催
2 - 2 　愛大医学部と市内企業との連携
　　　 1. ものづくり産業の創生
　　　 2. ヘルスケア産業の創生

3 ．新たな価値を
つくる

3 - １ 　とうおんブランドづくりの推進
　　　 1 . 新規ブランド、ふるさと名物商品の開発
　　　 2 . とうおん銘菓のブラッシュアップ
3 - 2 　消費・需要に合わせた新産業の育成
　　　 1 . 新規産業への支援
　　　 2 . ICT( 情報通信技術 ) 活用による生産販路の拡大

成果目標

目標項目 単位 基準値 目標値（H31）

雇用創出数 人 － 500

新規農林業従事者数 人 － 50
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住みよさを全国に広くアピールし、新しい人の流れをつくる重点施策 2

総合戦略
基本目標2

地域資源を磨き上げ、PR することによって、本市のイメージアップを図るとと
もに、移住・定住を促進する施策に官民一体となって取り組むことで、定住人口
の増加を目指します。

１ ． 移住・定住を
応援する

１ - １ 　移住・定住の促進
　　　 1. 移住相談窓口の設置
　　　 2. 移住・就業体験の実施
　　　 3.UJI ターンの推進
　　　 4. お試し農業体験の実施
　　　 5.U ターン奨学金制度の創設
１ - 2 　優良な住環境の整備
　　　 1. 空き家の活用
　　　 2. 志津川土地区画整理事業地等の分譲促進
１ - 3 　地域情報の発信
　　　 1. 地域案内人制度の創設
　　　 2. 地方創生総合サイトの構築
　　　 3. 応援市民登録制度の創設

2 ． 地域資源で
人を呼ぶ

2 - １ 　坊っちゃん劇場を核とする文化・観光振興
　　　 1. レスパスシティの観光・交流拠点化
　　　 2. 坊っちゃん劇場を核とした文化交流の拠点化
2 - 2 　観光資源の魅力強化
　　　 1. エコツーリズムによる「まちづくり型観光」の推進
　　　 2. 滑川観光資源の活用
　　　 3. サイクリングコースの開設、イベントの開催

成果目標

目標項目 単位 基準値 目標値（H31）

休日の滞在人口率 － 2.03
（H26） 2.60

転入超過数 人 △148
（H22～H26）

300
（H27～H31）
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出会い、子どもを産み、育てていく希望がかなうまちをつくる重点施策 3

総合戦略
基本目標3

既に実施している子育て支援策をより分かりやすく情報発信するとともに、共働
きを前提とした子育て支援の拡充を図ることによって、安心して子どもを産み育
てることができる地域社会の実現を目指します。

１ ． 出会いを
応援する

１ - １ 　婚活への支援
　　　 1. 婚活事業への支援
　　　 2. 縁結びサポーターの育成

2 ． 妊活・出産を
応援する

2 - １ 　妊活・出産への支援
　　　 1. 特定不妊治療への助成
　　　 2. 子ども用品のリサイクル促進

3 ． 子育てを
応援する

3 - １ 　三世代同居への支援
　　　 1. 三世代同居・近居家族への支援
3 - 2 　子育て世帯への経済支援
　　　 1. 保育料の軽減
　　　 2. 第 3 子以降の保育料軽減
　　　 3. 多子世帯への住宅支援
　　　 4. 子どもの医療費助成
　　　 5. 子育て応援パスポートの発行
3 - 3 　子育てしやすい環境づくり
　　　 1. 園児・児童預かりサービス、児童館の内容充実
　　　 2. 子育てに関するインターネット総合サイトの構築
　　　 3. ワーク・ライフ・バランス、働き方の見直し支援
　　　 4. 出産後の職場復帰・再就職の支援
　　　 5. ファミリー・サポート・センターの充実
3 - 4 　特色ある教育の推進
　　　 1. ふるさと教育・キャリア教育の推進
　　　 2. 地域の伝統・歴史等の教育の充実

成果目標

目標項目 単位 基準値 目標値（H31）

20代後半女性の未婚率 ％ 62.7
（H22） 58.0

合計特殊出生率 － 1.40
（H27） 1.53
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安心して生涯暮らせる、夢の持てる地域社会をつくる重点施策 4

総合戦略
基本目標4

市民の力を市政に生かすとともに、他市町と連携して広域的な視点で社会、経済
構造の転換を図ることにより、誰もが夢と生きがいを持って、生き生きと暮らせ
る生産性の高いまちの実現を目指します。

１ ． 時代に合った
地域をつくる

１ - １ 　市民と連携したまちづくりの強化
　　　 1. 市民ワークショップの開催
　　　 2. 市民提案事業への助成
　　　 3. まちづくり団体等の育成
　　　 4. 多世代交流拠点の整備
　　　 5. 地域通貨制度の創設
１ - 2 　集落の維持・活性化
　　　 1. 地域人材・外部人材活用による集落活性化
　　　 2. 中山間地域における住民主体の取組支援
１ - 3 　アクティブシニアの推進
　　　 1. シニア人材の発掘、登録、活用
　　　 2. シニア人材活躍の場としてのサロンの整備

2 ． 地域同士で
支えあう

2 - １ 　広域連携による地域の活性化
　　　 1. 松山圏域連携中枢都市圏の形成

成果目標

目標項目 単位 基準値 目標値（H31）

東温市に住み続けたいと思う
市民の割合（16～22歳） ％ 68.0

（H27） 75.0

生活に生きがいがあると感じる
高齢者の割合 ％ 74.2

（H27） 80.0
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政策❶ 生涯健康づくりの推進

目標 市民一人ひとりが健康づくりに取り組み、生涯健やかに暮らすことのできるまちを目指します

取り組み施策

1 　地域保健・地域医療体制の充実
２　母子保健の推進
３　成人保健の推進
４　精神保健の推進
５　難病・感染症対策の推進

生涯健康
づくりの推進

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

自分が健康だと思う人の割合 ％ 68.6 75.0

幼児健康診査の受診率 ％ 1.6歳児　
3歳児   

93.5
88.4

1.6歳児　
3歳児   

100.0
100.0

各種がん検診受診率
（精密検査受診率） ％

肺
胃
大腸
子宮　
乳

28.3（94.4）
25.8（90.0）
38.8（82.7）
51.3（68.0）
59.5（88.2）

肺
胃
大腸
子宮
乳

40.0（100.0）
40.0（100.0）
40.0（100.0）
60.0（100.0）
65.0（100.0）

◇主要死因別死亡者数の推移
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資料：愛媛県保健統計年報
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現状と課題

国では、医療制度改革やメタボリックシンドロームの概念を導入した対策により、生活習慣病の発
症予防や重症化予防が重要視されるなど健康分野の取り組みは大きく変化しています。

本市では、愛媛大学医学部、東温市医師会・歯科医師会の協力を得て、県下でも有数の健康診査体
制のもと、生活習慣病の予防に取り組んでいます。また、健康づくりに関する自主組織活動への支援
を行っています。

しかし、生活習慣病が死因の半数を占める状況で、発症予防に重点をおいた保健事業の充実ととも
に、重症化予防に関する対策も重要となっており、併せて生活習慣病と深い関わりを持つ食に関する
知識を身につけるため、関係機関等と連携した食育の推進を継続して行うことも必要となります。

また、健やかな子どもを産み育てるための母子保健の充実や、社会の複雑化に伴う精神保健に関す
るニーズの高まりへの対応などが求められています。

このため、「東温市健康増進計画」及び「東温市食育推進計画」に基づき、きめ細かな保健サービ
スの提供に努める必要があります。

医療については、県下に類をみない恵まれた環境にありますが、幅広いサービスが求められるため、
市内外の関係機関との連携・協力体制の一層の強化を図る必要があります。

今後発生が危惧される新感染症についても、「東温市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、
危機管理に努める必要があります。

取り組みの方向性

健康寿命の延伸と健康格差の縮小を最上位目標に掲げた健康づくりを推進していく必要があります。
そのために生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、健康を支え守るためのソーシャルキャピタル
の活用を通じたライフステージごとの健康づくりを総合的に支援する環境整備等に努めます。

また、多様な医療ニーズや各種医療制度改革、さらには大規模災害時や新感染症発生時等の医療救
護体制の確保など地域医療体制づくりが求められており、特に、救急医療体制の安定確保や、災害時
等医療救護活動体制の整備を推進します。

政策❶ 生涯健康づくりの推進

目標 市民一人ひとりが健康づくりに取り組み、生涯健やかに暮らすことのできるまちを目指します

取り組み施策

1 　地域保健・地域医療体制の充実
２　母子保健の推進
３　成人保健の推進
４　精神保健の推進
５　難病・感染症対策の推進

生涯健康
づくりの推進

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

自分が健康だと思う人の割合 ％ 68.6 75.0

幼児健康診査の受診率 ％ 1.6歳児　
3歳児   

93.5
88.4

1.6歳児　
3歳児   

100.0
100.0

各種がん検診受診率
（精密検査受診率） ％

肺
胃
大腸
子宮　
乳

28.3（94.4）
25.8（90.0）
38.8（82.7）
51.3（68.0）
59.5（88.2）

肺
胃
大腸
子宮
乳

40.0（100.0）
40.0（100.0）
40.0（100.0）
60.0（100.0）
65.0（100.0）

◇主要死因別死亡者数の推移
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主な取り組み

地域保健・地域医療体制の充実施策 1

①　本市の健康づくりの拠点として、保健・福祉の総合的な拠点施設の整備を行うとともに、川内
健康センターなどの既存施設については、保健・福祉関連事業を実施するための環境整備に努め
ます。

②　平成26年 ３ 月に策定した「東温市健康増進計画　健康とうおん～いきいきプラン～（第 ２ 次）」
及び「第 ２ 次東温市食育推進計画」に基づく施策を総合的、計画的に推進します。

③　各種健康診査の受診結果やアンケート調査結果などの健康情報を適切に管理するとともに、健
康づくり推進協議会の充実、保健所・愛媛大学医学部・東温市医師会・東温市歯科医師会との連
携強化のもと、地域の健康課題の調査・研究、分析・評価を継続して実施し、科学的根拠に基づ
く保健事業を推進します。

④　関連部門が一体となって、広報・啓発活動の推進や教室・講座・イベントの開催等を図り、市
民の健康管理意識の高揚を図るとともに、健康づくりに関する自主組織などの活動支援による地
域ぐるみの自主的な健康づくりを促進します。

⑤　医療ニーズの高度化、多様化や救急・休日・夜間の医療ニーズに対応できるよう、市内外の医
療機関との協力体制や広域的連携の一層の強化、地元医師会などによる救急医療体制の安定を図り、
地域医療体制の一層の充実に努めます。

【具体的な事業】　●総合保健福祉センター建設事業　　●救急医療対策事業
　　　　　　　　●食育推進事業

母子保健の推進施策 ２

①　乳幼児が心身ともに健やかに成長でき、保護者が安心して育児ができる切れ目ない子育て支援
体制の整備を図るとともに、安全・快適に妊娠・出産ができる環境づくりを推進し、子どもや母
親の健康の確保やすべての子どもが健やかに育つ環境整備に努めます。

【具体的な事業】　●母子各種健康診査事業
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成人保健の推進施策 ３

①　関連部門、関係機関・団体相互の連携強化及び役割分担のもと、市民が積極的に健康づくりに
取り組むことができるよう社会全体で支えあう環境づくりに努めます。

②　「東温市健康増進計画　健康とうおん～いきいきプラン～（第 ２ 次）」に基づき、保健・医療・
福祉の連携を強化するとともに、生活習慣病の発症や重症化予防のため、健康相談や家庭訪問を
実施するとともに、健康教育により、健康づくりのための正しい知識の啓発を推進します。

【具体的な事業】　●健康教育等事業　　●各種健康診査事業

精神保健の推進施策 ４

①　精神保健福祉についての正しい知識の普及に努めるとともに、関連部門が一体となって治療や
社会復帰、自立のための支援に努めます。

【具体的な事業】　●精神保健福祉事業

難病・感染症対策の推進施策 ５

①　保健所や市内の医療機関との連携のもと、結核や、肝炎・エイズなどの新感染症や難病等に関
する正しい知識の普及に努めます。

②　平成21年 ４ 月に発生した新型インフルエンザや、今後発生が危惧される強毒性新型インフルエ
ンザ等の対策について、平成27年 ３ 月に作成した「東温市新型インフルエンザ等対策行動計画」
に基づき、日頃から市民に対して感染症の予防や発生時の対応の周知に努めます。

③　国、県の方針に沿って、新たな予防接種の実施には、迅速な対応に努めます。

【具体的な事業】　●各種予防接種事業

関連する個別計画

■ 東温市健康増進計画「健康とうおん～いきいきプラン～（第 ２ 次）」（平成26年 ３ 月）
■ 第 ２ 次東温市食育推進計画（平成26年 ３ 月）
■ 東温市新型インフルエンザ等対策行動計画（平成27年 ３ 月）
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政策❷ 地域福祉体制づくりの推進

目標 誰もが住み慣れた地域で、ともに支えあいながら、生き生きと暮らせるまちを目指します

取り組み施策

1 　地域福祉活動推進体制の整備
２　社会福祉協議会、関係団体等の活動支援

地域福祉体制
づくりの推進

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

ボランティア（福祉）登録者数 人 1,050 1,200

社会福祉協議会会員数 人 8,939 9,100

◇社会福祉協議会会員数の推移

9,293

9,029

9,137

9,007
8,939

8,600

8,800

9,000

9,200

9,400

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

（人）
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現状と課題

近年の出生率の低下と平均寿命の伸びにより少子高齢社会が加速し、地域における支えあいの機能
や家庭内での介護能力の低下が懸念され、地域の絆やコミュニティの重要性が見直されている中で、
複雑・多様化する福祉ニーズに対応し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会づくりを進め
るためには、住民一人ひとりが福祉活動の担い手として各種の活動に自主的に参画する地域福祉の推
進が不可欠です。

本市では、これまで、社会福祉協議会が、市から受託した高齢者・障がい者・子どもなどに対する
各種福祉サービスを行っているほか、ボランティア活動を促進しながら、地域に密着した様々な活動
を展開しており、地域福祉活動の中核的な役割を担ってきました。

また、本市には、地域福祉の担い手である66名の民生児童委員が設置されており、地域の相談窓
口として機能しているほか、社会福祉事業の普及に努めています。

しかし、今後、少子高齢化は急速に進行し、援護を必要とする高齢者や障がい者などが増加し、地
域における福祉ニーズはますます増大・多様化することが予想されます。

そのため、地域においてお互いに支えあう社会を目指して、新たな地域福祉の担い手の確保に向け
て、幅広い年代の人々の福祉活動への参画を促進し、市民総参画の地域福祉体制を推進していく必要
があります。

取り組みの方向性

少子高齢化などの社会環境の変化が進み、核家族や独居高齢者が多くなっていくことが懸念される
中、住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域で支えあう体制を構築していくことが重要です。
今後とも、社会福祉協議会、民生児童委員、各種関係団体との連携、協力のもと、多種・多様化、ま
た複雑化する市民のニーズに応じた適切な福祉サービスの提供が図られるよう一層の体制づくりを進
めます。
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主な取り組み

地域福祉活動推進体制の整備施策 1

①　高齢者、障がい者、子どもなど、同じ地域で生活する住民がお互いを支えあう共助による地域
福祉を実現するため、地域の福祉ニーズを的確に把握・共有し、効果的な活動が行えるよう、庁
内関連部門と関係機関・団体相互の連携や協力体制を強化し、各種サービスや活動についての周
知に努め、総合的な情報提供・相談体制の整備を図ります。

【具体的な事業】　●民生児童委員協議会支援事業

社会福祉協議会、関係団体等の活動支援施策 ２

①　社会福祉協議会をはじめ、民生児童委員、各種関係団体の活動支援に努め、地域に密着した各
種福祉活動の活発化を促進します。広報・啓発活動や福祉教育の推進、福祉イベントの開催、高
齢者や障がい者などと地域住民との交流事業の展開などを図り、市民の福祉意識の高揚に努めます。

　　また、地域福祉の担い手として活動する福祉ボランティアやＮＰＯ法人の育成、身近な地域を
単位とした福祉ネットワークの形成を促進します。

【具体的な事業】　●社会福祉協議会支援事業

関連する個別計画

■ 東温市障害者基本計画（平成27年 ３ 月）
■ 第 ４ 期東温市障害福祉計画（平成27年 ３ 月）
■ 東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成27年 ３ 月）
■ 東温市子ども・子育て支援事業計画（平成27年 ３ 月）
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仲間づくり事業（社会福祉協議会）



政策❸ 高齢者施策の充実

目標 地域全体で支えあい、生きがいを持って元気に暮らせるまちを目指します

取り組み施策

1 　介護予防と地域支援事業の推進
２　福祉サービスの提供と生きがいづくり
３ 　充実した介護サービスと適正な運用
４　地域で支えあう安心なまち

高齢者施策の充実

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

自立高齢者の割合 ％ 76.5 76.5

シルバー人材センター会員数 人 225 240

◇介護度別要介護者の推移

181 187 243 246 235

306 362 359 393 394

314 304 310 356 376
312 320 328

333 360229 230 240
284 288218 221

255
262 218244 239

246
259 2861,804 1,863

1,981
2,133 2,157

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計

（人）
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現状と課題

我が国では、団塊の世代がすべて後期高齢者となる平成37年に向けてますます高齢化が進み、本
格的な超高齢社会を迎えることとなります。また、認知症高齢者においても、平成37年には約700
万人前後になり、65歳以上高齢者に対する割合は現状の約 7 人に １ 人から約 ５ 人に １ 人に上昇する
見込みです。

本市の65歳以上の高齢化率（平成27年 ４ 月 １ 日現在住民基本台帳）は27.63％で、約 ４ 人に １ 人
が高齢者となっています。今後も、高齢化は確実に進行し、これに伴い寝たきりや認知症などにより
介護・支援を必要とする高齢者の増加、介護の程度の重度化・長期化、独居高齢者の増加、核家族化
や女性の社会進出による家族介護力の低下などが一層進むことが予想され、高齢者施策の充実は極め
て大きな課題となっています。

このような中、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、平成26年 ６ 月に「地域における医療
及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立し、「介護保険法」
の改正が行われました。

これを受け、本市においても、介護保険制度の持続可能性を高め、地域包括ケアシステムの拡充・
強化を図るため、「東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を平成26年度に策定しました。

今後は、この計画に基づく施策や事業を総合的・計画的に推進し、すべての高齢者の尊厳が守られ、
住み慣れた地域で自立した生活が営めるよう、医療や介護、生活支援、住まいを包括的に提供できる

「地域包括ケアシステム」の構築を推進する必要があります。

取り組みの方向性

団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となる平成37年に向けて、医療費や介護の需要がさら
に増加することが予想されるため、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期ま
で続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進します。

また、介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）や介護給付費適正化事業等の推進によ
り、地域の実情に応じた持続可能な介護保険事業運営に努め、高齢者が安心して、生き生きと暮らせ
るまちづくりに取り組みます。
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主な取り組み

介護予防と地域支援事業の推進施策 1

①　介護保険事業を安定して継続させるためには、すべての高齢者が介護予防を日常生活に取り入
れ継続して行うことができるように内容の充実や体制整備を図ります。また、介護予防・日常生
活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の各事業について、地域のニーズなどを踏まえた上
で推進します。

【具体的な事業】　●介護予防・日常生活支援総合事業　　●包括的支援事業
　　　　　　　　●任意事業

福祉サービスの提供と生きがいづくり施策 ２

①　住み慣れた自宅や地域において快適で豊かな暮らしを続けられるよう、日常生活の充実を図り、
個々の能力に応じた生活が送れる福祉サービスの提供に努めます。

②　高齢者の持つ豊かな経験や知識、技能を生かし、働くことや学ぶことを継続しながら、生きが
いを持って暮らすことができる施策を推進します。

【具体的な事業】　●はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業
　　　　　　　　●長寿祝事業　　●緊急通報体制整備事業

充実した介護サービスと適正な運用施策 ３

①　介護を必要とする高齢者が安心して住み慣れた地域で生活を送るためには、必要なサービスを
必要なときに利用できる環境整備が重要です。そのため、介護保険サービス事業所と連携を図り
ながら、地域の実情に応じた適切な介護保険サービスの提供に努めます。

【具体的な事業】　●介護認定審査会及び介護認定調査等事業
　　　　　　　　●介護給付適正化事業
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地域で支えあう安心なまち施策 ４

①　地域における見守りや生活支援などを通じて、孤立化のおそれのある高齢者世帯を支えあう体
制を構築していくとともに、災害時などにおける要援護者支援を推進します。

②　虐待や振り込め詐欺などを防止するため、地域包括支援センターと連携し、地域住民への普及・
啓発などに努めます。

③　認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症地域支援推進員の
配置や認知症初期集中支援チームの設置など、認知症の方やその家族を支える体制の整備を進め
ます。

④　認知症ケアパスの活用をはじめ、認知症サポーター養成講座の開催など、認知症に関する正し
い知識の普及・啓発に努めます。

⑤　積極的に活躍するアクティブシニアを広く発掘・発信し、生きがいを持って活躍できる環境づ
くりを進めます。

【具体的な事業】　●地域包括支援センター活動支援事業
　　　　　　　　●アクティブシニア応援事業

関連する個別計画

■ 東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成27年 ３ 月）

脳トレ大学 老人クラブ運動会
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政策❹ 障がい者施策の充実

目標 障がいのある人が地域で安心して自立した生活ができるまちを目指します

取り組み施策

1 　地域における支援体制の整備
２　暮らしやすい地域生活への移行の促進
３　安全・安心なまちづくりの推進
４　障がいのある人の自立と社会参加の実現
５　障がいのある子どもたちの成長支援

障がい者施策の充実

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

就労移行支援サービス月間利用者数 人 12 16

障がい児保育受け入れ人数 人 39 50

◇各種手帳所持者数の推移

1,584 1,642 1,677 1,699 1,690

261 271 302 315 321100
128 134 144 1641,945

2,041 2,113 2,158 2,175

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（人）

50

重
点
施
策

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

Ⅲ 

前
期
基
本
計
画



現状と課題

近年、障がい者を取り巻く状況は大きく変化し、障がい者の増加、高齢化をはじめ、障がいの重度
化・重複化や介護者の高齢化が進んでおり、障がい者施策の一層の充実が求められています。

本市では、障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し、自立して社会に参加し、
支えあう共生社会の実現を目指して、各種障がい者施策を推進しています。

平成26年 ４ 月現在、本市の身体障害者手帳所持者は1,690人、療育手帳所持者は321人、精神障
害者保健福祉手帳所持者は164人となっており、障がい者数は増加傾向にあります。

関係機関と連携しながら、手帳の交付をはじめ、各種手当の支給や医療費の助成などの経済的支援、
介護給付、就労支援、相談支援、日常生活用具や補装具の給付など、各種障害福祉サービスの提供を
実施しているほか、独自の事業として、タクシー利用に対する助成も行っています。

また、県立の特別支援学校や、民間法人などによる生活介護事業所、就労支援事業所、障害者支援
施設等の各種障害者施設が設置されており、これらと連携しながら障がい者施策の推進に努めていま
す。

今後は、これまでの障がいの種類を越えたサービスの一元化や事業体系の再編をはじめ、「障害者
総合支援法」による大幅な制度改革を踏まえ、「東温市障害福祉計画」に基づいた施策を総合的、計
画的に推進し、障がい者が地域で安心して暮らせる自立と共生の社会の実現を目指す必要があります。

取り組みの方向性

これまで、「自立と共生のまちづくりをめざして」を基本理念として、障がいの有無によって分け
隔てられることなく、安心して自立した生活ができるまちづくりを目指してきました。

今後もこの理念のもと、新たな障害者基本計画及び障害福祉計画に基づき、数値目標を踏まえたサ
ービス等の提供体制を確保し、各種事業の充実を図ります。

また、子育て支援施策との連携を図り、障がい児支援の体制整備を推進します。
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主な取り組み

地域における支援体制の整備施策 1

①　市民や行政職員の障がいに対する理解と意識向上を図り、障がいのある人とない人が交流する
機会の創出や、交流事業の積極的な支援に努めます。

②　障がいを理由とした差別や虐待の防止を含む権利擁護事業や成年後見制度を広く周知するとと
もに利用を支援します。

③　障がい者団体、NPO 法人等、各種団体の育成と団体相互の交流活動を支援します。

【具体的な事業】　●地域生活支援事業（地域活動支援センター運営事業）

暮らしやすい地域生活への移行の促進施策 ２

①　行政関連の情報のみならず幅広く情報や知識を得ることができるよう、多様な方法により情報
の提供を行うとともに、障がいのある人の日常的な不安の解消と自立支援に向け、体制の強化を
図ります。

②　保健、医療、福祉の連携により、障がいのある人が受診しやすい環境の整備に努めます。
③　障害福祉サービス事業者の確保や事業拡大の促進、障がい特性に応じた提供体制の確保に努め

ます。

【具体的な事業】　●心身障害者扶養共済制度事業
　　　　　　　　●地域生活支援事業（基幹相談支援センター運営事業）
　　　　　　　　●自立支援給付事業（障害福祉サービス、自立支援医療給付事業）
　　　　　　　　●地域生活支援事業（手話奉仕員養成研修事業）
　　　　　　　　●重度心身障害者医療費助成事業

安全・安心なまちづくりの推進施策 ３

①　ハード・ソフト両面のバリアフリーを推進するとともに、自然災害など緊急時における障がい
者の生活を支援する体制の強化を図ります。

②　防災・避難情報の提供、避難所でのケアなど、災害時支援体制の再構築を進め、災害から障が
いのある人を守る体制強化を図ります。

③　障がいのある人が気軽に外出できるよう、移動支援の充実に努めます。

【具体的な事業】　●自立支援給付事業（同行援護、行動援護）
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障がいのある人の自立と社会参加の実現施策 ４

①　障がい者雇用についての啓発活動を充実し、就労機会や就労の場の確保など雇用機会の拡大を
図ります。  

②　障がいの有無に関係なく学習の機会が得られるよう、生涯学習環境を整備するため、社会教育
施策・事業の充実を図ります。

③　障がいのある人が様々なスポーツや文化活動に参加できるよう支援します。

【具体的な事業】　●自立支援給付事業（障害福祉サービス給付事業）

障がいのある子どもたちの成長支援施策 ５

①　障がいの早期発見、相談、指導、教育への流れがスムーズに行えるよう、地域における療育支
援システムの充実を図ります。

②　誰もがともに学びあう環境をつくることを基本に、障がいのある子どもたちの発達を最大限に
するための教育システムについて検討し、子どもたちの豊かな人格形成のため、学校教育の充実
に努めます。

③　利用ニーズの高い放課後等デイサービスについて、利用者が必要とするサービス量が支給でき
るよう、民間事業所の施設整備に対する支援など、事業の推進を図ります。

【具体的な事業】　●自立支援給付事業（障害児通所給付事業）
　　　　　　　　●地域生活支援事業（日中一時支援、タイムケア事業）

関連する個別計画

■ 東温市障害者基本計画（平成27年 ３ 月）
■ 第 ４ 期障害福祉計画（平成27年 ３ 月）
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政策❺ 子育て支援の充実

目標 結婚や子育てに夢を持ち、地域全体で支援する、子育てをしたいと思えるまちを目指します

取り組み施策

1 　地域における子育て支援の充実
２　乳幼児期の教育・保育の充実
３　ひとり親家庭の自立支援の推進
４　婚活への支援
５　三世代同居への支援
６　妊娠・出産への支援

子育て支援の充実

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

放課後児童クラブ数 クラブ 5 12

ファミリー・サポート・センター
利用人数 人 614 1,000

保育所入所待機児童数 人 0 0

病児・病後児保育利用人数 人 323 500

54

重
点
施
策

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

Ⅲ 

前
期
基
本
計
画



現状と課題

近年の都市化の進行と核家族化、女性の社会進出などを背景とした家族機能の変化などにより、家
庭や地域における子育て機能が低下し、子育てについての不安・悩みや親の孤立感を増大させていま
す。

本市では、平成22年に「東温市次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」を策定し、市民、地域、
行政の協働による子育て環境の整備に取り組んできました。

しかし、本市においても、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく変化しており、子どもや子育て
をめぐる環境の現実は厳しく、子育てに不安や孤立感を感じている家庭は少なくないというのが現実
です。また、共働き家庭やひとり親家庭・非正規雇用割合の増加などにより、仕事と子育ての両立が
困難な状況が発生するなど、様々な問題が生じています。

これらのことを踏まえ、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環境を整備
していく必要があります。

取り組みの方向性

平成26年度に策定した「東温市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、各種子育て支援施策に
取り組みます。

また、結婚・出産・子育てがしやすい環境を整備するとともに、ひとり親家庭の支援や三世代同居
の推進を図り、少子化対策に努めます。

ファミリー・サポート・センターとうおん「ファミサポ広場」
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主な取り組み

地域における子育て支援の充実施策 1

①　子育て世代の親を孤立させないよう、民生児童委員、家庭児童相談員等の子育て支援関係者に
よるネットワークを形成し、情報提供や相談体制の充実を図るなど、きめ細かな支援を行います。

②　放課後子ども教室、放課後児童クラブなど、学校、家庭、地域が連携し、地域全体で子どもの
放課後の安全で健やかな居場所づくりを進めます。

【具体的な事業】　●未熟児養育医療事業　　●児童手当支給業務　　
　　　　　　　　●放課後児童クラブ等運営事業　　
　　　　　　　　●地域子育て支援センター運営事業
　　　　　　　　●赤ちゃん訪問事業　　　●児童館管理運営事業　　
　　　　　　　　●要保護児童対策事業　　●子ども医療費助成事業
　　　　　　　　●子ども用品リサイクル促進事業
　　　　　　　　●子育て応援パスポート発行事業
　　　　　　　　●児童福祉施設等人材バンク活用事業
　　　　　　　　●ファミリー・サポート・センター拡充事業
　　　　　　　　●多子世帯住宅支援事業

乳幼児期の教育・保育の充実施策 ２

①　幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所等を支援しながら、幼稚園教育要領、保育
所保育指針等に基づいて、乳幼児期にふさわしい遊びや生活を充実させ、それぞれがその役割を
十分に果たしていくために必要となる環境整備に努めます。

【具体的な事業】　●幼稚園・保育所運営事業
　　　　　　　　●市立保育所電気空調設備改修事業　　
　　　　　　　　●幼稚園・保育所施設改修事業　　●病児病後児保育事業
　　　　　　　　●多子世帯保育料等軽減事業　　　●私立幼稚園就園奨励事業
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ひとり親家庭の自立支援の推進施策 ３

①　年々増加する母子・父子家庭などのひとり親家庭に対する自立・就業支援や経済的支援の充実
を図るなど、援助を必要とする子どもと家庭に対するきめ細かな取り組みを推進します。

【具体的な事業】　●母子父子自立支援事業

婚活への支援施策 ４

①　結婚に関する意識啓発や、民間で実施している婚活事業への参加促進を図るなど、未婚化、晩
婚化の解消に向けた取り組みを推進します。

【具体的な事業】　●婚活支援事業　　●縁結びサポーター育成事業

三世代同居への支援施策 ５

①　共働きが多い状況の中、子どもを安心して産み育てられ、温かくにぎやかな家族環境の形成など、
高齢者も安心して暮らせる快適な住環境を創るため、三世代同居への支援を目的として、きめ細
かな少子化対策の取り組みを推進します。

【具体的な事業】　●三世代同居支え愛家族支援事業

妊娠・出産への支援施策 ６

①　妊娠や出産に関し、様々な悩みを持つ方を対象に、精神的、経済的負担の軽減が図られるよう、
支援体制の整備・強化に努めます。

【具体的な事業】　●不妊に関する相談業務　　●特定不妊治療費助成事業
　　　　　　　　●女性の職場復帰・再就職支援事業

関連する個別計画

■ 東温市子ども・子育て支援事業計画（平成27年 ３ 月）
■ 保育所改修基本計画（平成27年 ３ 月）
■ 東温市教育大綱（平成28年 ２ 月）
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政策❻ 社会保障の充実

目標 誰もが安心して、自分らしく生き生きと暮らせるまちを目指します

取り組み施策

1 　生活困窮者への適切な対応
２　医療保険制度の適正な運用
３　国民年金制度の啓発

社会保障の充実

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

生活保護から脱した世帯数 世帯 2 10

国民健康保険税収納率 ％ 93.9 95.0

後期高齢者医療保険料収納率 ％ 99.8 100

特定健康診査受診率 ％ 31.1 38.0

◇生活保護実施状況の推移
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被保護世帯 被保護人員

被保護世帯（世帯） 被保護人員（人）
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現状と課題

少子高齢化の進行や家族形態の変化などを背景に、全国的に生活保護受給世帯は増加傾向にありま
す。

本市においても、生活保護受給世帯は年々増加し、平成26年度末は201世帯となっています。
計画的かつ組織的な対応のもと、保護の適正実施に努めるとともに、実態に即した総合的な支援施

策を展開していく必要があります。
また、国民健康保険制度は、疾病や負傷などの際に安心して医療を受けられるよう、被保険者が支

えあう医療保険の柱として、人々の健康を守る上で重要な役割を果たしています。
本市の平成26年度末の加入状況は、世帯数4,779世帯、被保険者数7,885人となっています。近年、

高齢化や医療の高度化などによる医療費の増大、厳しい経済情勢等に伴う保険税収納率の低下が進み、
財政状況は極めて厳しい状況です。そこで、平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、国保
運営に中心的な役割を担っていくため、制度の安定化が期待されているところです。

国民年金制度は、高齢者の生活の支えであるとともに、若い世代にとっても、不安のない生活を保
障するものとして、必要不可欠なものです。本市の平成26年度末の被保険者数は6,881人となって
いますが、今後、少子高齢化が進む中、年金制度のさらなる充実が必要です。

取り組みの方向性

社会保障の各種制度は、そのほとんどが法令等で定められているため、市町村の独自の取り組みは
困難な状況にありますが、急速な少子高齢化の進展によって、市民生活における医療、年金などの社
会保障制度に対する期待と不安はとても大きくなっていることから、市民が健康で安心して暮らせる
ように、社会保障制度の適正な運用に努めます。

生活保護受給者及び生活困窮者に対し、ハローワークをはじめとする関係機関との連携を図り、総
合的な生活支援の実施に努めます。

また、国民健康保険制度は、保険者の広域化等、各種の制度改正が検討されているため、国の動向
を注視しながら、健全な財政による安定した制度の確立を目指します。
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主な取り組み

生活困窮者への適切な対応施策 1

①　他の法律、制度の活用や関係機関との連携などにより自立支援の充実を図ります。
②　保護の相談時における助言指導や収入状況などの調査の徹底、就労支援を推進し、保護の適正

実施に努めます。

【具体的な事業】　●生活保護事業　　●生活困窮者自立支援事業

医療保険制度の適正な運用施策 ２

①　国民健康保険については、特定健診や保健指導などの保健事業を充実強化し、被保険者の自主
的な健康づくり活動を促進するとともに、レセプト点検やジェネリック医薬品の利用促進などに
よる、医療費の低減を図ります。

②　口座振替の促進、滞納者に対する納税相談・指導等を積極的に行い、保険税収納率の向上を図
ります。

③　後期高齢者医療制度については、愛媛県後期高齢者医療広域連合と連携を図り、制度の周知や
被保険者証の交付、各種申請書の受付業務及び保険料の徴収を適切に行うことにより制度の適正
な運用に努めます。

【具体的な事業】　●特定健康診査・特定保健指導事業　　●国民健康保険事業
　　　　　　　　●後期高齢者医療事業

国民年金制度の啓発施策 ３

①　広報紙などを活用した広報・啓発活動の推進や、年金相談窓口の充実などを図り、国民年金制
度への市民の理解と関心を高めます。

②　関係機関と連携し、未加入者の解消及び保険料納付の奨励を図ります。

【具体的な事業】　●国民年金事業

関連する個別計画

■ 第 ２ 期東温市国民健康保険特定健康診査等実施計画（平成25年 ３ 月）
■ 東温市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）（平成27年 ３ 月）
■ 東温市税徴収計画（毎年）
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◇特定健診受診率の推移

◇国民健康保険　被保険者数及び保険給付費の推移
〈被保険者数〉

〈保険給付費〉

1,809 1,787 1,772
1,709

1,769

31.5%
30.8% 30.6%

29.5%
31.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

実施人数 実施率

(人)

8,088 7,782 7,682 7,565 7,496

754
871 868 778 632

8,842 8,653 8,550 8,343
8,128

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

（人）

一般被保険者 退職被保険者

2,466,302 2,465,010 2,559,177 2,624,608 2,605,331

278,930

284,873

299,319

314,588

320,538

270,000

285,000

300,000

315,000

330,000

345,000

360,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

被保険者１人当り（円）保険給付費（千円）

保険給付費（千円） 被保険者１人当り（円）
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第2章  安全で快適な社会基盤のまち

政策❶ 安全・安心な都市基盤の整備

目標 適正な土地利用を推進し、安全・安心な住みやすいまちを目指します

取り組み施策

１ 　適正な土地利用の推進
２　安心して暮らせる市街地の整備
３　市内道路網の整備促進
４　まちづくりと連携した公共交通網の形成
５　身近な公園・緑地の整備

安全・安心な
都市基盤の整備

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

土地区画整理事業及び地区計画の
実施面積 ha 93 125

市道改良率 ％ 54.3 60.0

市内鉄道駅の利用者数 千人 1,842 1,976

市民１人当たり公園面積 ㎡ 12.1 12.4

◇伊予鉄道横河原線各駅　年間利用者数の推移

335,447  336,686  324,232  313,007  334,805  

 95,471     

265,938     

341,401     

461,444      

478,272      

1,976,239  1,953,971  1,900,588  1,884,358  1,842,604  

0

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

全6駅 計 

（人） 

牛渕団地前 牛渕 田窪 見奈良 医学部南口 横河原

93,737 

 

95,471 81,435 71,467 67,574 

269,338

337,412

456,224 

458,840 

270,446

323,904

434,421 

466,150 

289,829

299,904

450,594 

459,557 

278,925

283,908

430,102 

447,290 



現状と課題

良好な住宅地や公園・緑地、道路網等が整備された市街地は、安全・安心で快適な住環境と産業・
文化の集積を促すものであり、人々の定住と交流を図る重要な基盤です。

本市は、恵まれた立地条件にあることから多様な都市機能の集積が進みつつありますが、人口減少
への対応に向けたまちづくりが課題となっています。

今後は、都市的魅力を生み出す拠点の形成、工業・商業の産業立地の適正な誘導、車に依存する社
会からの変革等が必要となっています。

このため、計画的な市街地整備の継続、住民生活や地域の経済活動を支え、地域間の交流を促進す
る市内道路網の安全性、利便性の一層の向上を図るとともに市民ニーズに即した公共交通機関の維持・
確保、利便性の向上等を進めていく必要があります。

また、公園・緑地は、いこいの場であるとともに、環境・景観の保全機能や防災機能を持つ重要な
施設であることから、身近な公園の計画的な整備や既存公園の老朽化した施設への対応や維持管理体
制の充実を図っていくことも重要となっています。

取り組みの方向性

計画的土地利用の推進による良好な市街地形成と産業立地の適切な誘導に努めるとともに、まちづ
くりと連携した公共交通網の形成を図り、各地域の実情に適応したまちづくりを進めます。

また、関係機関と連携しながら道路網の整備を計画的に進め、市内道路網の安全性、利便性の向上
を図り、環境・景観に配慮したうるおいのある道路空間づくりを進めます。
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主な取り組み

適正な土地利用の推進施策 １

①　土地利用に関する部内調整及び地籍調査成果の有効活用など、庁内体制の充実に努め、「東温市
都市計画マスタープラン」や「農業振興地域整備計画」などの土地利用関連計画の総合調整を図り、
全市的に整合性のとれた土地利用を推進します。

②　広報・啓発活動の推進などを通じ、土地利用関連計画や関連法、条例等についての周知に努め
るとともに、一体的な運用による適正な規制・誘導に努め、無秩序な開発行為の未然防止や土地
利用区分に応じた土地利用への誘導を図ります。

【具体的な事業】　●都市計画マスタープラン改定業務　　●地籍調査事業

安心して暮らせる市街地の整備施策 ２

①　市街地整備にあたっては、人と環境にやさしく歩いて暮らせるまちの実現に向け、安全で歩き
やすい歩行空間の創造、公共交通機関の利用促進、環境・景観の保全と創造、防災機能の向上な
どに留意した整備を総合的に推進します。

②　土地区画整理事業や地区計画など、地域の特性に応じた市民参画の整備手法により、基盤施設
の先進的、一体的整備を進め、土地の高度利用を図ります。

③　まちの玄関口として駅周辺の環境整備に努めるとともに、商店街の環境・景観整備を推進し、
にぎわいのある拠点づくりを推進します。

④　工業系地域においては、優良企業や試験研究機関などの誘致に努めるとともに、住工混在の防
止及び解消に努めます。

【具体的な事業】　●狭あい道路整備等促進事業　　　　●横河原駅周辺整備事業
　　　　　　　　●木造住宅耐震診断・耐震改修事業

市内道路網の整備促進施策 ３

①　市全体の発展拡大に向け、国・県道の整備促進を積極的に要請し、市道の整備・管理にあたっ
ては、防災への備えはもとより、バリアフリー化などに配慮した人と環境にやさしい道路空間づ
くりを進めるとともに、市民による道路管理を促進します。

【具体的な事業】　●道路橋梁新設改良事業　　●道路橋梁維持修繕事業
　　　　　　　　●公共用財産管理事業　　　●スマートインターチェンジ整備事業
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まちづくりと連携した公共交通網の形成施策 ４

①　鉄道を軸とした公共交通ネットワークを基本とし、伊予鉄道高浜横河原線の利便性・快適性の
向上及び路線バスの維持・活性化に向け、関係機関と協力した取り組みを進めます。

【具体的な事業】　●公共交通バリアフリー化推進事業　　●地域公共交通活性化事業
　　　　　　　　●生活交通バス路線運行補助事業

身近な公園・緑地の整備施策 ５

①　歩いて行ける身近な公園等の整備を推進します。
②　老朽化した遊具など公園施設の適切な維持管理により、安全性の確保や施設の長寿命化による

ライフサイクルコストの低減を図ります。

【具体的な事業】　●公園管理業務　　●公園整備事業

関連する個別計画

■ 東温市都市計画マスタープラン（平成18年 ６ 月）
■ 東温市緑の基本計画（平成19年 ３ 月）
■ 東温市地域公共交通総合連携計画（平成23年 ３ 月）
■ 橋梁の長寿命化修繕計画（平成22年 ３ 月）
■ 愛媛大学医学部周辺地区都市再生整備計画（平成22年 ３ 月）
■ 東温市公園施設長寿命化計画（平成26年 ２ 月）
■ 東温市地域公共交通網形成計画（平成28年 ３ 月）
■ 農業振興地域整備計画（随時改訂）
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政策❷ 良好な住環境づくりの推進

目標 良好な住環境づくりを推進し、住みたい・住み続けたいと選ばれるまちを目指します

取り組み施策

１ 　景観まちづくりの推進
２　良好な住環境の形成
３　住宅の整備
４　移住・定住の促進

良好な住環境
づくりの推進

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

市営住宅の屋根・外壁等の改修率 ％ 51.5 56.0

老朽危険空き家等除却補助戸数 戸 － 10

空き家実態調査実施率 ％ － 100
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現状と課題

地域における良好な景観の形成を促進するため、景観に関する初めての総合的な法律として「景観
法」が制定されるなど、景観はまちづくりの重要な要素の一つとして認識されています。

本市では、景観行政の担い手として、平成27年 ３ 月に志津川土地区画整理事業地区において景観
法に基づく「東温市景観まちづくり計画」を策定し、まちづくりと合わせた取り組みを行っています。

良好な景観は、人々の共通の財産であり、うるおいのある豊かな生活環境を創造し、活力のある地
域社会を実現するものであることから、今後もまちづくりと連携した景観づくりを推進する必要があ
ります。

また、住環境の総合的な快適性・安全性に対する人々の関心が高まっており、住宅の質的な向上が
求められています。

このため、「東温市市営住宅長寿命化計画」に基づき、老朽化した市営住宅の改善などに努める必
要があります。

また、全国的に空き家の割合が年々増加しており、管理不十分な空き家が防災・防犯、景観の悪化
など諸問題を引き起こしています。

本市でも、今後、空き家の増加が予想されるため、空き家の実態調査や空き家等対策計画の策定、
空き家の有効活用など、空き家対策を計画的に推進する必要があります。

取り組みの方向性

志津川土地区画整理事業地区において、まちづくりガイドラインを策定するなど、景観に配慮した
美しいまちづくりに取り組んでおり、ガイドラインに沿った美しい街並み形成が実証されつつありま
す。この取り組みが継続するよう、適切な運用を図るとともに、継続的に見直しを行います。

また、市営住宅においては、住宅の改修・住戸改善を計画的に実施し、入居者が安全・安心に生活
できる市営住宅ストックの管理・運営を図ります。さらに、空き家を有効活用し、移住・定住施策を
推進します。
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主な取り組み

景観まちづくりの推進施策 １

①　まちづくりと連携した良好な景観形成を継続するため、まちづくりガイドラインの適切な運用・
継続的な見直しを行うとともに、情報発信を充実します。

【具体的な事業】　●景観まちづくり推進事業　　

良好な住環境の形成施策 ２

①　土地区画整理事業及び地区計画制度などの導入により、質の高い住環境や環境に配慮した個性
ある住宅地の形成に努めます。

【具体的な事業】　●地区計画・土地区画整理事業

住宅の整備施策 ３

①　公営住宅の不足状況を勘案しながら高齢者や障がい者が安全で安心して暮らせる総合的な居住
環境の向上といった視点に立ち、老朽化した市営住宅の改善などに努めます。

②　空き家の実態調査や空き家等対策計画の策定など、空き家対策の計画的な推進に努めます。

【具体的な事業】　●第三次地域住宅計画事業　　●空き家再生等推進事業

移住・定住の促進施策 ４

①　積極的な情報提供や体験型プランを積極的に提供するとともに、空き家を有効活用した移住・
定住施策の展開を図ります。

【具体的な事業】　●移住コーディネイト事業　　●空き家有効活用支援事業
　　　　　　　　●移住・就業体験事業　　　　●ＵＪＩターン者支援事業
　　　　　　　　●農林業体験活動支援事業　　●とうおん移住定住促進事業
　　　　　　　　●定住支援事業　　　　　　　●給付型奨学金制度

68

重
点
施
策

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

Ⅲ 

前
期
基
本
計
画



関連する個別計画

■ 東温市都市計画マスタープラン（平成18年 ６ 月）
■ 東温市緑の基本計画（平成19年 ３ 月）
■ 東温市耐震改修促進計画（平成23年10月）
■ 東温市全域地域住宅計画（平成27年 ２ 月）
■ 東温市景観まちづくり計画（志津川土地区画整理事業地区）（平成27年 ３ 月）
■ 東温市市営住宅長寿命化計画（平成28年 ３ 月）

◇市営住宅管理状況一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：戸）

※ CB：コンクリートブロック、RC：鉄筋コンクリート　平成27年 4 月 1 日現在

番号 住宅名 構造 建築年 管理戸数

1 宮裏団地 木造平屋 昭和39年 ３
２ 田窪第一団地 木造平屋 昭和39年 5
３ 田窪第二団地 木造平屋 昭和41年 ６
4 八反地第一団地 CB 造 ２ 階 昭和53年 20
5 八反地第二団地 CB 造 ２ 階 昭和56年 20

６ 樋口団地
RC 造 4 階 昭和57年 24
RC 造 5 階 昭和58年 30

計 — 54
7 横河原団地 RC 造 ２ 階 昭和60年 20
8 上林団地 木造平屋 昭和61年 4
9 見奈良団地 RC 造 ２ 階 昭和62年 18

10 天神団地

CB 造 ２ 階 昭和47年 24
CB 造 ２ 階 昭和48年 12
CB 造 ２ 階 昭和50年 12
CB 造 ２ 階 昭和51年 ６

計 — 54

11 保免団地

CB 造平屋 昭和45年 10
CB 造平屋 昭和46年 10
CB 造 ２ 階 昭和53年 ２

計 — 22
12 寺山団地 CB 造 ２ 階 昭和53年 5
13 茶堂団地 RC 造 ３ 階 平成 ３ 年 12
14 茶堂南団地 RC 造 4 階 昭和59年 28
15 下沖団地 RC 造 5 階 平成20年 30

合　計 — — 301
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政策❸ 環境施策の総合的推進

目標 豊かな自然環境を守り、未来へ受け継ぐ、環境にやさしいまちを目指します

取り組み施策

１ 　「環境先進地・東温」づくりの総合的推進
２　自然環境の保全
３　環境にやさしいライフスタイルの定着
４　ごみ減量・リサイクルシステムの構築
５　し尿収集・処理体制の充実
６　墓地・火葬場の適正管理

環境施策の
総合的推進

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

地球温暖化対策機器設置事業
一戸建世帯導入率 ％ 10.8 15.0

CO₂排出権活用件数 件 6 12

市民一人当たりごみ排出量 ㎏ 218 190

ごみに含まれる資源物（空き缶・金属、
ビン・ガラス、ペットボトル、プラステ
ィック）の割合

％ 17.2 18.0
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現状と課題

深刻化する地球温暖化をはじめとした地球規模の環境問題は、気候の変動や生態系の破壊だけでは
なく、異常気象による風水害を発生させ、私たち個人の生活にも大きな影響をおよぼしており、環境
だけでなく個人の生命を守る観点からも、地球規模での環境保全の重要性が叫ばれています。

我が国では、これまでの大量生産・大量消費の経済や社会、ライフスタイルのあり方そのものを見
直し、真に持続可能な、世界のモデルとなる「環境の国づくり」を進めていくことが強く求められて
います。

このような中、本市では、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の形成を目指し、環境を重視し
た新しいまちづくりに、市一体となって先進的に取り組み、あらゆる分野で環境保全の視点を取り込
んだ施策を推進し、確実にその成果を上げてきました。

今後とも、これまでの取り組みを継承・発展させながら、水と緑輝く豊かな自然環境の保全をはじ
め、総合的なエネルギー・環境関連施策を市民及び事業者との協働のもとに推進し、循環型社会の形
成を進めていく必要があります。

取り組みの方向性

市内の豊かな自然環境を守ることが、地球温暖化対策や生物多様性の保全等の国際的な環境問題の
解決にも繋がることから、市民との協働のもと、森林、河川等の保全に努めます。

分別収集のさらなる普及・啓発や燃やすごみの水切り、コンポスト等の活用、食料の計画的購入な
どにより、ごみの減量化に取り組みます。

また、老朽化した焼却施設についても、定期的な修繕による長寿命化を実施し、維持管理に努めま
す。

◇家庭ごみ収集量の推移
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主な取り組み

「環境先進地・東温」づくりの総合的推進施策 １

①　持続可能な循環型のまちづくりを推進するため、現在まで実施してきた各種新エネルギー・省
エネルギー推進施策を拡大・充実します。

②　環境関連の行動計画や配慮指針に基づき、各種分野における行政システムのグリーン化（環境
保全の内在化）を推進します。

③　市施設の省エネルギー改修や国が推進する一般住宅への革新的省エネ技術導入を支援し、地域
全体でエネルギーを効率的に利用し、二酸化炭素排出量の削減を推進します。また、環境保全に
取り組む事業者と連携し、先進的かつ特色ある施策を推進します。

④　豊かな自然環境を未来へ受け継ぐため、乳幼児期からの環境教育や大学、企業、NPO 等と連携
した多様な環境教育プログラムを発展させ、環境意識の高い子どもを育成します。

【具体的な事業】　●エコ・キッズ支援事業　　●CO₂排出権活用事業
　　　　　　　　●地球温暖化対策機器設置整備事業

自然環境の保全施策 ２

①　自然環境の保全のため、公共工事にあたっては、自然との共生や景観の維持に配慮した資材・
工法の導入、資源の節約や再資源化などに努めます。また、自然環境の保全に留意した適正な土
地利用を誘導します。

②　市民との協働のもと、市内に生息する動植物や昆虫、魚類などの調査・研究、保護体制の強化、
また、外来生物への対策を進めるほか、市民ボランティア清掃などの環境保全・美化活動を推進し、
自然生態系の保全に努めます。

③　大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの公害問題に対し、関係機関と連携しながら監視・
指導を行い、未然防止及び適切な対応に努めます。

【具体的な事業】　●美しいまちづくり推進事業　　●環境検査・測定その他事業
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環境にやさしいライフスタイルの定着施策 ３

①　地域における環境美化運動はもとより、景観保全・環境保護活動、水質浄化運動や省資源・省
エネルギー運動、廃食用油回収、緑のカーテン設置、アイドリングストップ運動、グリーン購入（環
境にやさしい製品購入）・地産地消運動など、市民の自主的な環境保全活動を促進し、環境にやさ
しいライフスタイルの定着に努めます。

②　市民ボランティア団体の活動やクリーン運動の実施により、環境美化の促進を図ります。

【具体的な事業】　●電源立地地域対策交付金事業

ごみ減量・リサイクルシステムの構築施策 ４

①　市民意識の向上や事業者の協力などにより、ごみの排出抑制を図ります。
②　分別の徹底やリサイクルの推進を図り、ごみの減量化に努めます。
③　効率的・計画的な収集処分体制により、ごみの適正処理を行います。また、不法投棄防止や市

民ボランティア清掃などにより、環境美化を推進します。

【具体的な事業】　●ごみ処理事業　　●クリーンセンター運営事業　　
　　　　　　　　●不法投棄対策事業

し尿収集・処理体制の充実施策 ５

①　収集したし尿及び浄化槽汚泥の適正な処理に努めます。
②　広域的連携をもとに老朽化した処理施設の整備を行います。

【具体的な事業】　●し尿収集許可業者指導管理業務
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墓地・火葬場の適正管理施策 ６

①　市営墓地については、老朽化する共用設備を維持・管理し、引き続き適正な運用に努めます。
②　市内の墓地状況を把握し、市民の墓地需要に対する適切な対応に努めます。
③　火葬場については、定期的な保守点検を実施し、適宜修繕を行うなど、適切な施設の維持・管

理に努めます。

【具体的な事業】　●墓地・火葬場管理運営事務

関連する個別計画

■ 東温市地域新エネルギービジョン（平成18年 ２ 月）
■ 東温市バイオマスビジョン（平成19年 ２ 月）
■ 東温市環境基本計画（平成19年 ３ 月）
■ 東温市地域省エネルギービジョン（平成20年 ２ 月）
■ 第 7 期東温市分別収集計画（平成25年 ６ 月）
■ とうおん次世代エネルギーパーク計画（平成25年 8 月）
■ 東温市一般廃棄物処理基本計画（平成28年 ３ 月）
■ 東温市一般廃棄物処理実施計画（毎年）

とうおん子ども科学＆環境会議

とことこクラブ
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緑のカーテン（市役所）
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◇住宅用太陽光発電システム普及率の推移
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政策❹ 上下水道等の整備

目標 おいしい水の安定供給と公共用水域の水質保全に努め、衛生的で快適なまちを目指します

取り組み施策

１ 　水道施設の整備
２　水質管理体制の強化
３　水道事業の健全運営
４　公共下水道事業の推進
５　農業集落排水施設の適正管理
６　下水道事業の健全運営

上下水道等の整備

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

水道有収率 
（給水する水量と料金として収入のあった
水量との比較）

％ 87.4 95.0

水道の普及率 ％ 96.9 99.0

公共下水道の整備率 ％ 63.7 72.0

下水道の普及率 ％ 67.3 75.0

下水道の水洗化率 ％ 92.1 99.0

合併処理浄化槽設置基数 基 1,503 1,740
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現状と課題

上水道は、市民生活や社会経済活動に不可欠なライフラインで、水の供給は一日も欠くことのでき
ないものです。

本市では、これまで施設の老朽化や水の安定供給のため、順次、水道施設の更新を行い、市全体の
上水道化を進めているところです。

今後は水源を取り巻く環境の変化や水質の安定・向上への対応はもとより、大規模地震などの自然
災害や水質汚染事故などの非常時にも安定した給水が可能な水道システムを構築することが求められ
ます。これらの課題に対応できる組織体制の整備を行い、安全で安心な水道水を安定的に供給し、環
境に配慮した事業運営を継続的に行っていく必要があります。

下水道は、快適で住みよい居住環境づくりと河川などの公共用水域の水質保全を図るため、重要な
役割を担っています。

本市では、「第三次愛媛県全県域下水道化基本構想」に基づき、市街化区域を中心に公共下水道事業、
その他の地区は農業集落排水事業と合併処理浄化槽設置補助事業を実施しています。

人口減少など社会情勢の変化や厳しい財政状況に対応するため、国が示す「持続的な汚水処理シス
テム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」に基づき、今後10年程度を目標に、汚水処理全般
の整備完了を目指していくことが求められています。

取り組みの方向性

水質管理体制の強化や健全運営を図りつつ、安全・安心な水の安定供給に一層努めます。
水道料金については、定期的な見直しを行い、さらなる水道事業の健全経営に努めるとともに、収

納事務の強化を図ります。また、施設の運営については、民間委託も含めて検討を行います。

下水道事業は多額の費用と長い年月を要するため、今後も整備区域や整備手法の再検討を行い、さ
らに使用料の定期的な見直しや公営企業会計の適用などを行い、効果的かつ効率的に事業を推進しま
す。
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主な取り組み

水道施設の整備施策 １

①　施設の老朽化や水需要増大への対応をはじめ、災害に強く病原性原虫や細菌の除去に対応でき
る施設整備を進め、コスト縮減などを総合的に勘案しながら、水道施設の適切な運転と維持管理
を行うことにより、安全な水道水の安定供給を図ります。

【具体的な事業】　●川内地区統合簡易水道事業　　●老朽管路布設替事業

水質管理体制の強化施策 ２

①　関係機関との連携のもと、水質検査の実施・公表や浄水処理の充実などを進め、水質管理体制
の一層の強化を図ります。

【具体的な事業】　●水質管理事業

水道事業の健全運営施策 ３

①　施設の管理体制の充実や維持管理経費の節減、水道料金の適正化を図り、水道事業の健全運営
に努めます。

【具体的な事業】　●水道施設維持管理事業

公共下水道事業の推進施策 ４

①　厳しい財政状況などを勘案し、コスト縮減、整備区域、整備手法をはじめ、整備計画全般につ
いて全市的な視点から逐次再検討しながら、事業を計画的、効率的に推進します。

【具体的な事業】　●公共下水道整備事業
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農業集落排水施設の適正管理施策 ５

①　農業集落排水事業実施済の地区において、施設の適正な維持管理に努めます。

【具体的な事業】　●集排施設維持管理事業　　●集排施設更新事業

下水道事業の健全運営施策 ６

①　施設の適正な維持管理、下水道使用料の適正化を図り、健全運営に努めます。
②　集合処理に適さない地区などにおいて、合併処理浄化槽の設置を促進します。

【具体的な事業】　●下水道施設維持管理事業　　　●企業会計移行事業
　　　　　　　　●合併処理浄化槽設置補助事業

関連する個別計画

■ 東温市都市計画マスタープラン（平成18年 ６ 月）
■ 東温市公共下水道事業全体計画（平成28年 ３ 月）
■ 東温市公共下水道法適化基本計画（平成28年 ３ 月）

◇水道普及率の推移

◇下水道普及率の推移
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政策❺ 消防体制と防災・減災対策の充実

目標 防災・減災対策を充実・強化し、災害に強く安全で安心なまちを目指します

取り組み施策

１ 　総合的な防災・減災対策の充実
２　消防・救急体制の充実
３　防火・防災意識の高揚と自主防災組織等の育成
４　治山・治水対策、市街地浸水対策の推進

消防体制と防災・
減災対策の充実

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

火災発生件数 件 12 0

消防団員数 人 600 638

自主防災組織内の防災士の配置割合
（防災リーダー） ％ 79.4 100

救命講習受講者数 人 656 800
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現状と課題

東日本大震災を契機として市民の防災意識が急速に高まっており、消防・防災体制の充実強化が大
きな課題となっています。

本市の消防体制は、常備消防として、消防本部・消防署を設置しているほか、非常備消防として、
６ 分団、約600人で構成される消防団（水防団）が組織され、互いに連携して管内の防火・防災に努
めていますが、少子高齢化の進行などを背景に、救急ニーズが増加傾向にあるほか、消防団（水防団）
においては、団員確保や日中の消防団機能の低下などの問題がみられ、早急な対応が求められていま
す。

さらに、地域の防災体制の確立も重要であり、市民一人ひとりが「自分たちの地域は自分たちで守
る」という意識を持ち、地域ぐるみの防災活動を行うことが必要不可欠であることから、防災リーダ
ーを育成し、地域の自主防災組織などの活動を充実させることが必要となっています。

また、南海トラフ地震の発生が予想される中、大地震による災害への備えをはじめ、あらゆる災害
に強いまちづくりが急務となっているほか、世界各地で多発する同時多発テロや有事などの緊急事態
への対応も求められており、時代に即した消防・防災体制の確立が求められています。

このため、本市の地理的、社会的特性を十分に踏まえた「東温市地域防災計画」、「東温市国民保護
計画」の見直し策定、総合的な危機管理体制の整備を図るとともに、消防・救急体制の一層の充実、
治山・治水対策等に努める必要があります。

取り組みの方向性

近い将来に発生が予想される南海トラフ地震等に備え、自主防災組織や消防、警察、自衛隊等の防
災関係機関、医療・福祉関係機関等と連携した総合防災訓練を継続して実施し、組織体制の強化に取
り組み、地域防災力の向上を図ります。

また、災害発生時に、迅速かつ正確に市民に災害情報等を伝達するため、情報通信システムの強化
に取り組みます。

出初式 総合防災訓練
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主な取り組み

総合的な防災・減災対策の充実施策 １

①　「東温市地域防災計画」などの指針を実情に即して適宜見直すとともに、これに基づき、本市及
び防災関係機関、市民が一体となった総合的な防災体制の確立を進めます。

②　災害時応援協定の見直しや締結、防災施設の整備充実、避難路・避難場所の周知徹底など、災
害対策を推進します。

【具体的な事業】　●災害対策事業　　●総合防災訓練　　●水防訓練

消防・救急体制の充実施策 ２

①　消防団の活性化対策の推進、地域住民の防災拠点となっている消防団蔵置所などの消防施設の
計画的更新を図るとともに、大規模災害に備えた資機材の整備を行い、消防体制の充実、強化に
努めます。また、地域住民に対し広報活動を行い、消防団員の確保に努めます。

②　救命講習などの救急講習を継続して行い、高齢者・小児救急医療など、幅広く対応できるよう
に医療機関との連携を図り、救命処置の向上に努めます。

【具体的な事業】　●消防団員育成事業　　　　●消火栓ホース格納箱設置事業
　　　　　　　　●消防団資機材整備事業　　●消防自動車購入事業
　　　　　　　　●消防団蔵置所整備事業　　●高規格救急車購入事業
　　　　　　　　●消防通信指令システム等保守点検事業

防火・防災意識の高揚と自主防災組織等の育成施策 ３

①　近い将来に発生が予想される南海トラフ地震のような大災害は、本市の消防力をはるかに上回
る被害が想定されており、防火・防災に関する図上訓練や総合訓練を重ね、「自助」「共助」が円
滑に機能する体制づくりに努めます。また、各組織の活動を継続するとともに防災リーダーを育
成し、活動内容の充実を図ります。

【具体的な事業】　●自主防災組織育成事業　　　●防災士資格取得支援事業
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治山・治水対策、市街地浸水対策の推進施策 ４

①　水害や山地災害を未然に防止するため、関係機関と連携し、河川の改修や急傾斜地の崩壊防止
など、治山・治水対策を促進します。

②　市街地の浸水被害の防止・緩和に向け、排水路の整備など、浸水対策を推進します。

【具体的な事業】　●浸水対策事業

関連する個別計画

■ 東温市国民保護計画（平成19年 ３ 月）
■ 東温市地域防災計画（平成27年 9 月）

はしご車（25m 級） 高規格救急車
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政策❻ 防犯・消費生活・交通安全対策の充実

目標 事故や犯罪のない、誰もが安心して生活できるまちを目指します

取り組み施策

１ 　防犯意識の高揚と地域安全活動の促進
２　防犯灯の設置促進
３　消費者行政の推進
４　交通安全対策の総合的推進
５　交通安全施設等の整備

防犯・消費生活・
交通安全対策の充実

目標指数

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

出前講座参加人数（消費者関係） 人 307 400

交通事故死亡者数 人 3 0

交通安全指導
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現状と課題

防犯対策については、全国的に犯罪の多様化や少年犯罪の増加が大きな社会間題となっている上、
少子高齢化やコミュニティ意識の希薄化等に伴う地域の防犯力の低下が懸念されます。犯罪からの安
全性の確保が重視される中、本市では、関係機関等と連携し、パトロールなどによる啓発活動や防犯
灯の整備などに努めていますが、今後一層、防犯意識の高揚や防犯体制の強化を図る必要があります。

消費者行政について、本市では、消費生活相談窓口を設置し、関係機関等と連携を取りながら複雑・
多様化している消費者トラブルに対応しています。また、高齢者を中心に啓発活動を行っていますが、
それに加え若年層に対する消費者教育を推進する必要があります。

交通安全対策については、国道11号線を中心とする交通量の増加をはじめ、交通マナーの低下など、
様々な要因により交通事故は依然として減少せず、より一層の対応が求められる状況にあります。ま
た、近年は、子どもや高齢者等の交通弱者や自転車利用者の事故の増加が懸念されています。引き続
き子どもから高齢者まで、年齢層に応じた交通安全教育の推進や啓発活動を実施し、交通安全意識の
高揚や交通安全施設の整備など一層の強化を進めていく必要があります。

取り組みの方向性

防犯対策については、関係機関等や地域との連携を密にしながら、市民の防犯意識を高めることで
地域の防犯力を向上させ、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。

消費者行政については、消費生活相談件数が増加していますが、専門的知識を有する消費生活相談
員の配置により高度な相談にも対応できています。また、出前講座を含めた啓発事業の効果で被害を
未然に防いでいるケースが多くなっています。

今後も引き続き、啓発活動や相談に対する適切な対応を行うとともに、若年層に対する消費者教育
にも努めます。

市内の交通事故は、発生件数、負傷者数及び死者数ともに減少傾向にありますが、さらなる減少を
目指して、「交通安全計画」に基づき、関係機関等と連携し、広報・啓発活動や交通安全施設整備など、
交通安全に関する施策に取り組みます。
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主な取り組み

防犯意識の高揚と地域安全活動の促進施策 １

①　関係機関・団体等との連携のもと、広報・啓発活動や安全・安心パトロールの推進などを通じ
て市民の防犯意識の高揚を図るとともに、情報通信機器による情報連絡体制の強化や地域ぐるみ
の各種地域安全活動の促進に努めます。特に、各学校やＰＴＡ、地域との連携のもと、児童生徒
の登下校時における安全対策の一層の強化を進めます。

【具体的な事業】　●防犯対策事業

防犯灯の設置促進施策 ２

①　夜間の犯罪防止と通行の安全性確保のため、各地区における防犯灯の設置（ ＥＤ化）を促進
します。

【具体的な事業】　●防犯灯設置事業

消費者行政の推進施策 ３

①　トラブルの未然防止と発生後の適切な対応のため、愛媛県消費生活センターや松山南警察署と
の連携強化のもと、消費生活相談体制の充実に努めます。

【具体的な事業】　●消費生活相談事業

◇消費生活相談件数の推移

消費生活相談

67

110 104

127

160

0

60

120

180

Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度

（件）
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交通安全対策の総合的推進施策 ４

①　交通事故のないまちを目指し、「交通安全計画」を見直し、関係機関・団体等との連携のもと、
幼児から高齢者まで、各年齢層に応じた効果的な交通安全教育、広報・啓発活動を積極的に推進し、
総合的、計画的な施策の展開を図ります。

【具体的な事業】　●交通安全対策事業　　●高齢者世帯交通安全指導事業

交通安全施設等の整備施策 ５

①　国・県道の交通安全施設の整備充実やバリアフリー（あらゆる障壁を取り除くこと）化、危険
箇所の改善等を要請していくとともに、市道についても、通学路や交通量の多い路線を中心に、
カーブミラーやガードパイプなどの交通安全施設の整備やバリアフリー化、危険箇所の改善を図
ります。

【具体的な事業】　●交通安全施設整備事業

関連する個別計画

■ 東温市交通安全計画（平成26年 4 月）

交通安全施設（カーブミラー、ガードパイプ）交通茶屋



政策❶ 農林業の振興

目標 地域の特性を生かした、多様な担い手を育成し、農林業に活力のあるまちを目指します

取り組み施策

１ 　農業振興施策の総合的推進
２　農産物の計画的な生産と生産性の向上促進
３　担い手の育成・確保
４　農産物の消費拡大の促進
５　農業生産基盤の充実
６　森林の保全・育成と総合的利活用

農林業の振興

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

環境保全型農業者数 人 8 10

認定農業者数 人 138 143

認定新規就農者数 人 5 5

ほ場整備率 ％ 18.2 18.8

森林の間伐整備面積（累積） ha 666 1,000

新規の林業従事者数 人 0 2
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現状と課題

農林業は、市場価格の低迷や国際的な競争の激化等に加え、農林業従事者の減少や生産力の低下等
により、長期にわたり低迷しています。

本市においては、主力である米麦に加え、野菜・花き・果樹・薬用植物・畜産等の多様な農業が行
われており、機械・施設の導入に対する補助や各種交付金等による経営支援に加え、農業基盤の整備
等により、農業の持続的な発展を図るべく様々な支援を行ってきました。

また、林業においては、本市の面積の ８ 割近くを占める森林における、育林施業に対する支援や、
作業機械等の導入に対する補助を行い、木材の生産だけでなく、水源のかん養や自然環境の保全等の
森林の持つ様々な機能の維持を図ってきました。

しかし、農林業を取り巻く環境は厳しく、農林業従事者の減少、耕作放棄地や放置森林の増加等に
加え、生産基盤の老朽化や野生鳥獣による被害の拡大など、多様な問題が深刻化しています。

このような中、農林業の活性化を図るため、経営的な足腰の強い農林業従事者の育成・確保や農林
業経営の合理化及び収益性の向上、農地・山林の集約化等の課題に対し、生産者、関係機関・団体、
行政が連携を強化し、積極的に取り組む必要があります。

取り組みの方向性

農業においては、大規模農家や集落営農組織及び新規就農者に対する支援を充実させるとともに、
農業生産基盤の整備を図り、農地集積・集約化による大規模経営化を推進します。

林業においては、計画的かつ適切な森林施業の推進に加え、機械導入補助や林道整備による経営の
合理化を支援します。

また、営農指導の充実による経営合理化、 ６ 次産業化等の促進や市場の開拓等を推進し、農林業従
事者の収益向上を図ります。

◇認定農業者数の推移
  

年度 人数
うち法人 うち協同

H22年度 126人 9人 2人

H23年度 127人 9人 2人

H24年度 126人 9人 2人

H25年度 133人 9人 5人

H26年度 138人 10人 6人

※ 各年度末の人数
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主な取り組み

農業振興施策の総合的推進施策 １

①　「農業振興地域整備計画」、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」、「人・農地プラン」
等の各種指針の充実を図り、総合的、計画的な施策の展開を図ります。

②　農業経営の多様化を図るため、グリーン・ツーリズム（農山村における滞在型の余暇活動）や
農業・農村体験、市民農園等の取り組みを推進します。

③　食の安全・安心と環境に配慮した農業の推進を図るため、減農薬・減化学肥料栽培、農業関連
廃棄物の適正処理、バイオマスの利活用など、環境保全型農業を推進します。

④　有害鳥獣による農林作物の被害を防止するため、関係機関・団体との連携のもと、駆除・防除
対策を推進します。

【具体的な事業】　●人・農地プラン推進事業　　●環境保全型農業直接支援事業
　　　　　　　　●有害鳥獣捕獲事業

農産物の計画的な生産と生産性の向上促進施策 ２

①　関係機関・団体との連携のもと、基幹作物である米麦の計画的な生産に加え、収益性の高い作
目の積極的な導入を推進します。

②　営農指導の徹底、機械・施設整備による効率化、先進的な生産技術の導入、集出荷体系の整備
等を図り、低コスト化、生産性向上、高品質化を推進します。

【具体的な事業】　●経営所得安定対策推進事業　　●認定農業者経営改善支援事業
　　　　　　　　●経営体育成支援事業　　　　　●農業支援制度活用促進事業
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担い手の育成・確保施策 ３

①　農業経営の大規模化を図るため、農地利用集積を推進します。
②　集落など一定地域の農家が、共同で効率的な営農を行う集落営農の組織化を促進するとともに、

農業経営の法人化を推進します。
③　青年就農給付金等により、農業後継者や新規就農者の確保・育成対策を推進します。

【具体的な事業】　●青年就農給付金　　　　　　　　●新規就農者拡大促進事業　　
　　　　　　　　●担い手農地利用集積支援事業　　●農地中間管理事業

農産物の消費拡大の促進施策 ４

①　収益性の向上を図るため、加工特産品の開発や特色ある農産物の産地化を支援します。
②　消費拡大を図るため、新たな販売ルートの開拓や直売体制の充実に対する支援を図るとともに、

学校給食や地元商店・飲食店への農産物などの供給体制の整備を推進します。

【具体的な事業】　●薬用植物産地化支援事業　　　●水田フル活用促進事業

農業生産基盤の充実施策 ５

①　優良農地の保全及び有効活用を図るため、ため池・用排水路・農道等の整備やほ場整備事業等
による農業生産基盤の充実を推進します。

②　農村集落の機能維持を図るため、多面的機能支払制度や中山間地域等直接支払制度の活用を支
援します。

【具体的な事業】　●国営造成施設管理体制整備促進事業　　●農地耕作条件改善事業
　　　　　　　　●中山間地域総合整備事業　　　　　　　●かんがい排水事業　　
　　　　　　　　●ため池等整備事業　　　　　　　　　　●市単独土地改良事業
　　　　　　　　●土地改良施設維持管理適正化事業　　　●多面的機能支払交付金
　　　　　　　　●公共下水道処理場周辺整備事業　　　　●県単独土地改良事業
　　　　　　　　●中山間地域等直接支払事業
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森林の保全・育成と総合的利活用施策 ６

①　森林施業の効率化を図るため、関係機関との連携のもと、林道網の整備を推進します。
②　森林施業の団地化を促進し、計画的な森林施業を推進します。
③　林業事業体の中核となる森林組合の経営体質強化を支援するとともに、林業後継者や林業技術者、

自伐林家の確保・育成を推進します。
④　森林の持つ多面的機能の持続的発揮を図るため、環境教育やレクリエーション活用、未利用材

や木くずなどのバイオマスの利活用など、森林の総合的利活用に努めます。

【具体的な事業】　●市単独林道整備事業　　●森林環境保全整備事業
　　　　　　　　●造林事業　　　　　　　●林業先進事例調査研究事業
　　　　　　　　●自伐型林業の広報、研修事業

関連する個別計画

■ 東温市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（平成23年 ９ 月）
■ 東温市鳥獣被害防止計画（平成27年 ３ 月）
■ 東温市森林整備計画（平成28年 ３ 月）
■ 農業振興地域整備計画（随時改訂）

収穫体験 造林事業
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ため池（下林）

ほ場整備（牛渕）

棚田（井内）
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政策❷ 商工業の振興

目標 地域を挙げて市内企業を応援し、にぎわいと活気のあるまちを目指します

取り組み施策

１ 　商業機能等の強化
２　産業振興体制の確立・中小零細企業の経営基盤の強化
３　産業支援・研究開発体制の整備
４　起業への支援
５　愛媛大学医学部と市内企業との連携

商工業の振興

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

中小企業振興資金融資件数 件 20 30

製造業の事業所数 事業所 57 60

製造業の従業者数 人 2,313 2,500

市の支援による起業者数 人 － 3
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現状と課題

商業は、豊かな消費生活を提供するだけでなく、まちのにぎわいや活力を生み出すものとして、ま
ちづくりの上で重要な位置を占めています。また、工業は、地域における経済面での貢献はもとより、
雇用機会の拡大や研究・開発機能の強化など、重要な役割を担っています。

これまで、本市では、商工業振興の核となる商工会の育成・連携強化のもと、経営の近代化や企業
支援となる各種施策を展開してきました。

本市の商業は、古くから小売業を中心に、市内の購買ニーズに応えてきましたが、ＳＮＳの進展や
消費者ニーズの多様化等を背景に、ネットショップ、大型店舗、コンビニエンスストアでの購入が増
え、店舗の老朽化や後継者不足などとも相まって、既存の商店街や商店を取り巻く環境は一層厳しさ
を増しています。また、工業では、これまで市民所得の向上と雇用機会の確保に寄与してきましたが、
長期にわたる景気の低迷や国際間競争の激化などにより体力を落としつつある企業もみられ、こうし
た課題への対応が急務となっています。

このため、既存企業の活性化や新たな産業の創出、さらには、起業などへの支援による新たな雇用
の場の確保等に向けた総合的な施策を積極的に展開していく必要があります。

取り組みの方向性

産業振興の拠点である商工会の組織率の低下による組織の弱体化が懸念されていることから、商工
会と連携を一層密にし、会員の増強と商工業の振興・活性化に向け、各種融資制度の活用促進、起業
支援、産学官連携の推進、愛媛大学医学部との連携促進など、各種活動の積極的かつ活発な展開等の
推進支援を図ります。

また、「東温市中小零細企業振興基本条例」に基づき、中小零細企業や市民ニーズを反映した各種
施策の展開により、一層の中小零細企業の活性化を図ります。
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主な取り組み

商業機能等の強化施策 １

①　商工会との連携のもと、各種融資制度の周知と活用を促し、経営体質・基盤の強化を促進して
いくほか、商工会の指導・支援体制の強化を図り、経営の近代化や後継者の育成、新規創業・経
営革新、地域密着型サービスの展開、独自の商品開発・販売等を促進します。

②　人々が集うにぎわいの場の再生と創造を目指し、市民及び事業者との協働のもと、市街地整備
や景観形成など基盤整備と連動した既存商店街の環境・景観整備を進めます。

【具体的な事業】　●中小企業振興資金融資事業　　
　　　　　　　　●中小企業金融制度資金利子補給事業
　　　　　　　　●商工会補助金交付事業

産業振興体制の確立・中小零細企業の経営基盤の強化施策 ２

①　「東温市中小零細企業振興基本条例」をもとに、東温市中小零細企業振興円卓会議を開催し、当
該会議からの提言などを各種施策に反映させながら、様々な事業展開を行い、中小零細企業の振興・
経営基盤の強化を図ります。

【具体的な事業】　●中小零細企業振興事業　　●中小零細企業現状把握調査事業

産業支援・研究開発体制の整備施策 ３

①　庁内関係部門、関係機関・団体との連携強化のもと、産学官連携の推進や産業振興に関する情
報ネットワークの構築などによる産業支援・研究開発体制の整備を図り、販路の拡大や技術力の
向上、人材の育成、新規事業展開、新産業の創出を支援します。

【具体的な事業】　●中小零細企業販路拡大支援事業
　　　　　　　　●中小零細企業販路拡大マッチング事業
　　　　　　　　●とうおんブランドづくり推進事業
　　　　　　　　●特産品セット等開発事業　　●地域に根ざしたサービス体制整備
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起業への支援施策 ４

①　産業の活性化及び雇用の確保を目的として、起業を目指す方に対する事務所などの開設や賃貸
に要する費用の助成を行うほか、他市町との連携による創業支援事業計画の策定、さらには、独
自の感性や経験を有する女性の起業や新たな事業展開、空き店舗活用などを支援します。

【具体的な事業】　●女性のチャレンジ応援事業　　●起業支援事業
　　　　　　　　●横河原駅前活性化支援事業

愛媛大学医学部と市内企業との連携施策 ５

①　愛媛大学医学部を中心とした愛媛大学との連携により、地場産業の技術力と大学の持つノウハ
ウなどを融合し、特殊かつ専門性の高い新たな製品、サービスの開発や高付加価値のものづくり
分野への進出に向けて、持続可能な健康長寿のまちづくりを目指すものづくり産業の創生や地域
資源を活用したヘルスケア産業の創生に取り組みます。

【具体的な事業】　●とうおん健康医療創生事業

まつやま・とうおん販路開拓市 とうおん健康医療創生事業（記者発表）
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政策❸ 観光・物産の振興

目標 地域の魅力ある資源を活用し、誰もが訪れたいまちを目指します

取り組み施策

１ 　観光振興体制の確立
２　市内観光ルートの開発
３　イベント等の充実
４　広域観光体制の充実とPR活動等の強化
５　物産の振興

観光・物産の振興

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

観光 PR キャラバン回数 回 1 2

イメージキャラクター「いのとん」
出演回数 回 119 130

観光 PR キャラバン in 広島 東温市イメージキャラクター

「いのとん」
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現状と課題

観光の形態が参加・体験型、家族や小グループによる目的重視型へと変化する中で、観光地には、
こうした変化に柔軟に対応した、リピート客の増加に向けた魅力づくりが求められています。

本市には、皿ヶ嶺連峰県立自然公園に代表される山間部の豊かな森林や水辺空間、民間の温浴施設
や劇場を中心に、他に誇りうる多様な地域資源があります。

しかし、長期にわたる景気の低迷や観光地間競争の激化などを背景に、観光客数は伸び悩み傾向に
あるほか、多様な地域資源も、市内各地に点在し、有効に活用されているとはいえません。

このため今後は、近年の自然・健康志向の高まりや「癒し」を求めるニーズの増大なども踏まえな
がら、地域資源の一層の充実・活用やネットワーク化、他産業との連携、PR 活動の強化など、「一日
ゆっくりと観光・散策ができるまち」を目指した多面的な取り組みを進めていく必要があります。

取り組みの方向性

観光を核とした産業の振興と交流人口拡大に向け、観光物産協会の支援充実を図ります。
地域資源を活用した観光ルートの開発・PR、イベント等の充実に取り組み、「東温版まちづくり観光」

を確立し、産業振興と交流人口の拡大による地域活性化に繋げます。
また、近隣市町との広域観光の充実を図るとともに、県内外の交流のある市町と連携し、観光・物

産の PR 活動の強化を図ります。

トレッキング（東温アルプス）
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主な取り組み

観光振興体制の確立施策 １

①　観光を核とした産業の振興と交流人口拡大による地域活性化を図る観点から、観光物産協会の
育成・支援を行います。

【具体的な事業】　●観光物産協会育成支援事業

市内観光ルートの開発施策 ２

①　市内の温浴施設や劇場と連携しつつ、観光ルートの開発を図るとともに、観光案内板の設置や
公共交通機関との連携などを推進し、観光客が市内を周遊できる環境づくりを進めます。また、
自然や歴史、文化など地域資源や環境を生かしたエコツーリズム事業やエコミュージアム事業を
推進します。さらに愛媛大学医学部と連携した「とうおんツーリズム」の確立を目指します。

②　新日本歩く道紀行１００選に選ばれたルートを活用した観光ルートを開発します。
③　重信川自転車道等を活用したサイクリングルートを開発します。

【具体的な事業】　●エコツーリズム促進事業　　
　　　　　　　　●「まちの駅（仮称）」整備支援事業
　　　　　　　　●滑川渓谷環境整備　　●サイクリングコース整備事業

イベント等の充実施策 ３

①　毎年多くの観光客でにぎわう観月祭、白猪（しらい）の滝まつり、どてかぼちゃカーニバルな
ど各種イベントの充実に努めます。

②　愛媛サイクリングの日等において、市内ルートを活用したサイクリングイベントを開催します。

【具体的な事業】　●中小零細企業振興イベント支援事業
　　　　　　　　●とうおんゆったりサイクリング開催事業
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広域観光体制の充実とPR活動等の強化施策 ４

①　広域的な連携を強化し、広域観光ルートの開発や PR 活動の強化により、地域一体となった観光
振興施策を推進します。

②　観光ホームページの整備・充実をはじめ、SNS を活用した情報提供や PR 活動を推進します。
③　市民及び観光関連事業者の「おもてなしの心」の醸成に向けた啓発などに努めるとともに、ボ

ランティアで観光案内などを行う観光サポーター（仮称）の育成を図ります。
④　県内外の交流のある市町と連携を図ることにより、観光・物産の PR 活動の強化を図ります。

【具体的な事業】　●魅力発信事業　　●いのとんグッズ開発事業

物産の振興施策 ５

①　観光物産協会を核として、市内中小零細企業の物産について広く周知を図ります。
②　地域資源を活用した特徴ある商品開発や東温銘菓試作品のブラッシュアップによる商品化、販

路開拓・拡大、さらに情報発信に努め、全国に誇れる東温ブランドの確立を目指します。

【具体的な事業】　●地域資源活用全国展開支援事業

いのとんグッズ（観光物産協会）とうおん　旅あそび（観光物産協会）
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政策❹ 雇用・勤労者福祉の充実

目標 企業誘致・留置による安定した雇用の創出と、働きやすい環境の充実したまちを目指します

取り組み施策

１ 　企業誘致・留置の推進
２　雇用機会の確保と雇用の促進
３　勤労者福祉の充実

雇用・勤労者
福祉の充実

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

誘致企業数 社 1 3

新規立地等の従業員数 人 13 500

勤労者福利厚生資金による融資実績 千円 57,714 70,000
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現状と課題

少子高齢化や人口減少が進行するとともに、産業をめぐる環境が急速に変化する中で、地方におけ
る雇用環境は依然として厳しい状況にあります。

これまで本市では、「企業立地促進条例」に基づき、積極的な企業誘致施策を展開し、雇用拡大に
努めてきたほか、既存事業所における勤労者の福祉の充実を図るため、各種施策を推進してきました。

しかしながら、本市においては、今もなお、雇用機会の不足が問題となっており、魅力ある雇用の
場の拡充をはじめ、若年労働者の地元就職の促進のほか、女性、高齢者、障がい者等の雇用促進に努
めながら、企業誘致・留置対策を推進する必要があります。

また、すべての勤労者が健康で快適な勤労生活を送ることができるよう、国や県の施策に沿った労
働時間の短縮や労働環境の充実などを促すとともに、勤労者の福利厚生機能の充実を図っていく必要
があります。

取り組みの方向性

市内における雇用の場を確保するため、新たな工業団地の建設に取り組みます。
また、県との連携により、誘致できる公有地や民有地等の情報収集に努めるほか、事業所の新設・

増設等への優遇制度の充実に努め、企業誘致を推進します。
既存企業に対する各種支援施策を展開し、東温版エコノミックガーデニング（地元の中小零細企業

を大切に育てることにより地域経済を活性化させる政策）を確立しながら企業留置を推進します。
その他、働きやすい環境整備や労働条件の向上等、勤労者が健康でより快適に就業できる環境づく

りのため、事業所への啓発等を積極的に推進します。また、四国労働金庫との提携による住宅資金・
教育資金の融資を推進し、勤労者の福祉の向上に努めます。

主な誘致企業（旭食品㈱ 松山支店）
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主な取り組み

企業誘致・留置の推進施策 １

①　工業団地の造成等により、企業立地の各種優遇措置の充実を図りながら、誘致活動を積極的に
展開し、優良企業や試験研究機関などの立地促進に努めるほか、既存企業の留置対策のための各
種施策を展開します。

【具体的な事業】　●商工業振興事業　　　●工業団地整備事業
　　　　　　　　●企業誘致推進事業　　●新事業展開支援事業

雇用機会の確保と雇用の促進施策 ２

①　各種産業振興施策・中小零細企業振興施策の推進を通じて雇用機会の確保・拡充を目指すほか、
立地企業を対象とした雇用促進に直結する奨励制度の創設、雇用相談や情報提供の推進、ハロー
ワークなどの関係機関との連携、事業所への啓発等により、若年労働者の地元就職及び U・J・I タ
ーンの促進、女性、高齢者、障がい者等の雇用促進に努めます。

【具体的な事業】　●労働関係一般事務事業　　●雇用創出奨励金支給事業

勤労者福祉の充実施策 ３

①　事業所への啓発などにより労働条件の向上や働きやすい環境づくりを促進していくとともに、
余暇活動のニーズに応えるため、文化・スポーツ・レクリエーションの場の充実や余暇情報の提
供などに努めます。

②　四国労働金庫との提携による住宅資金・教育資金の融資を推進し、勤労者福祉の向上に努めます。

【具体的な事業】　●労働福祉団体貸付金事業　　●雇用環境改善支援事業
　　　　　　　　●雇用環境向上制度活用
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川内インターチェンジ周辺
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第4章  心豊かに学びあう文化創造のまち

政策❶ 学校教育の充実

目標 子どもたちの生きる力を育み、人間性豊かな大人へ成長できる教育環境が充実したまちを
目指します

取り組み施策

１ 　社会総がかりで取り組む教育の推進
２　安全・安心な教育環境の整備
３　確かな学力を育てる教育の推進
４　豊かな心、健やかな体を育てる教育の推進
５　特別支援教育の充実
６　教職員の資質・能力の向上
７　学校給食の充実と食育の推進

学校教育の充実

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

ＩＣＴ（情報通信技術）支援員の配置 人 1 9

通級指導教室の設置 校 3 5

学校給食における地元産食材の使用率 ％ 59.9 65.0



現状と課題

近年、少子化や核家族化、地域コミュニティの低下など、子どもたちを取り巻く社会の環境は大き
く変わり、教育課題やニーズの多様化に適応した教育活動が求められ、学校教育が果たすべき役割は
ますます大きなものとなっています。
本市ではこれまで、学校施設の耐震化を最重要課題として取り組んできました。その結果、平成

27年度中に耐震補強工事が完了し、耐震化率100％を達成しました。引き続き、経年による施設等
の老朽化に伴う改修を行う必要があり、各学校施設・設備の計画的な整備充実を図り、安全で快適な
教育環境づくりに努める必要があります。
また、未来を担う子どもたち一人ひとりが、生きる力を育み健やかに成長できるように、基本的生

活習慣を身に付けさせ、規範意識や他者を思いやる人権感覚の育成など、心豊かな人間性とたくまし
く生きるための食育、健康・体力づくり、学力の向上に向けた取り組みを行うとともに、いじめ・不
登校対策など、学校、家庭、地域がそれぞれの役割のもと連携を図りながら地域に開かれ、地域から
信頼される特色ある学校づくりに努めています。
このほか、インターネットがグローバルな情報通信基盤となった現在の高度情報化社会においては、

電子黒板など ICT機器の効果的な活用とネットワークシステムの構築を行う必要があります。

取り組みの方向性

学校施設の耐震化率100％を達成後、引き続き老朽化した施設について、大規模改修計画に基づき、
危険度の高い施設から改修工事を行います。
電子黒板の周辺機器を充実させ、授業の質の向上に取り組むとともに、グループウェア等の導入に

向けて検討を行い、ICT環境の整備に取り組みます。
保育所、幼稚園、小・中学校及び関係機関が密接な連携を図りながらきめ細かな支援を行い、教職

員のさらなる資質向上に努め、確かな学力が身につき、豊かな心が育まれる教育を推進するとともに、
特別支援教育の一層の充実に努めます。
長期欠席者のほとんどは不登校児童生徒であるため、引き続きいじめ問題も含め、不登校の未然防

止・解消に向けて、学校と家庭、地域が連携を図り、対応します。
学校給食を通して食育を実践することにより、心身ともに健全な子どもたちの育成に努めるととも

に、地産地消を積極的に取り入れ、地域産業の活性化にも寄与します。

107

第 4章　心豊かに学びあう文化創造のまち

重
点
施
策

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

Ⅲ 

前
期
基
本
計
画



主な取り組み

社会総がかりで取り組む教育の推進施策 １

①�　学校、家庭、地域が一体となった開かれた学校づくりに努めるとともに、学校評議員制度の検
討、保護者や地域の方の参画による学校評価の実施など、地域の実情に応じた学校づくりに努め
ます。

【具体的な事業】　●学校評価事業

安全・安心な教育環境の整備施策 ２

①�　学校施設の老朽化に伴う改修を計画的に実施します。整備にあたっては、安全管理の充実はも
とより、障がい児の利便、環境配慮型のやさしい環境施設づくりなどに留意した整備を行います。

②�　地震や豪雨などの自然災害のほか、様々な場面を想定した避難訓練を実施するなど実効的な防
災教育を行い、防災意識の向上を図ります。

③�　通学路安全点検の継続実施や不審者情報提供システムの有効活用を図り、学校、家庭、地域が
連携して児童生徒の安全確保に努めます。

【具体的な事業】　●学校施設大規模改修事業　　
　　　　　　　　●学校施設空調設備整備事業　　
　　　　　　　　●小・中学校児童生徒用椅子整備事業

確かな学力を育てる教育の推進施策 ３

①�　全国学力・学習状況調査などの結果分析・検証を行い、効果的な活用方法を検討し、学力向上
に繋がるよう努めます。

②�　ALT（外国語指導助手）や外国語活動支援員を活用し、外国語教育の充実を図り、グローバル
社会に対応できるコミュニケーション能力の育成に努めます。

③�　情報教育のための校内LAN（校内における情報通信ネットワーク）の整備やパソコンの増設、
周辺機器の充実をはじめ、教育内容の充実に即した設備や教材・教具の整備に努めます。

【具体的な事業】　●学校 ICT環境整備事業　　●国際理解教育推進事業
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豊かな心、健やかな体を育てる教育の推進施策 ４

①�　児童生徒が生命の大切さや他人を思いやる心を育み、豊かな人間性を身につけるよう効果的な
道徳教育を推進します。

②�　本市の特性や地域の自然、人材を活用した特色ある教育・特色ある学校づくりに努めます。
③�　企業からの出前授業や職場体験学習などを実施するなど、将来を担う子どもたちのキャリア教
育を推進します。

④�　学校、家庭、地域が連携し、児童生徒の健康管理や体力向上の取り組みを推進します。

【具体的な事業】　●特色ある学校づくり事業　　●小学校社会科副読本製作事業
　　　　　　　　●演劇指導等アウトリーチ事業

特別支援教育の充実施策 ５

①�　関係各機関がスムーズな連携を図り、きめ細かな支援に取り組めるよう相談体制の充実を図り
ます。

②�　特別な配慮を要する児童生徒に必要な支援を行えるよう学校生活支援員の効果的な配置に努め
ます。

③�　差別のない共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育（障がいの有無によらず、誰もが地域
の学校で学べる教育）を推進します。

【具体的な事業】　●特別支援教育相談事業　　●生活支援員配置事業

教職員の資質・能力の向上施策 ６

①�　校内研修や事例研究を通じ、児童生徒に対する分析力や応用力の向上を図り、QU調査（楽し
い学校生活を送るためのアンケート）を効果的に活用することによる、いじめの早期発見・防止
や不登校傾向にある児童生徒の早期発見に努めます。

②�　ICTを活用した事務環境を整備し、教職員の負担軽減、事務の効率化、学校内・学校間での情
報共有を図るとともに、システム整備により生じた余剰労力を児童生徒との共有時間に繋げるこ
とにより、さらなる教育の質の向上に努めます。

③�　学校事務の情報交換、相互支援、集中処理など学校事務共同実施を充実し、正確で質の高い学
校事務の提供に努めます。

【具体的な事業】　●よりよい学校生活と友達づくり事業　　
　　　　　　　　●指導主事配置事業　　　●校務支援システム整備事業
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学校給食の充実と食育の推進施策 ７

①　給食センターの良好な運営により衛生的かつ効率的な調理に努めます。
②　「食育」の視点に立った給食センター活用に努めます。
③　地元産食材の使用を促進し、地産地消に努めます。
④　栄養教諭が各学校と連携し、年間計画に基づく食育指導の充実に努めます。

【具体的な事業】　●学校給食事業

関連する個別計画

■第 ２次東温市食育推進計画（平成26年 ３月）
■学校施設等大規模改修基本計画（平成26年10月）
■東温市教育大綱（平成28年 ２月）
■東温市教育基本方針（毎年）

◇学校給食における地場産物活用状況の推移

50.8 53.5 52.8
60.2 59.9

35.4 36.8 35.5 35.8 35.0
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◇小学校児童数の推移 （単位：学級・人）
北吉井小学校 南吉井小学校 拝志小学校 上林小学校
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数

H23年 20 498 27 722 7 87 4 32
H24年 20 480 26 732 7 86 4 28
H25年 20 451 26 713 7 90 4 24
H26年 18 461 27 715 7 89 4 22
H27年 19 449 28 694 6 81 4 24

川上小学校 東谷小学校 西谷小学校 小学校合計
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数

H23年 19 483 6 50 6 79 89 1,951
H24年 21 492 6 49 6 75 90 1,942
H25年 21 493 5 42 6 66 89 1,879
H26年 21 491 5 37 7 65 89 1,880
H27年 19 490 4 27 6 59 86 1,824

※各年 5月 1日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：学校基本調査

区分

区分

年

年

◇中学校生徒数の推移 （単位：学級・人）

重信中学校 川内中学校 中学校合計

学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
H23年 21 616 11 304 32 920
H24年 23 647 11 286 34 933
H25年 22 626 11 282 33 908
H26年 22 623 11 289 33 912
H27年 22 620 11 302 33 922

※各年 5月 1日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：学校基本調査

区分

年

ALTによる電子黒板（ICT）を利用した学習 伝承交流会（特色ある学校づくり）
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政策❷ 青少年の健全育成

目標 地域ぐるみで健全な社会環境づくりに取り組み、すべての子どもが豊かな心を育むまちを
目指します

取り組み施策

１ 　いじめ・不登校等への組織的対応
２　地域ぐるみで取り組む青少年健全育成活動の推進青少年の健全育成

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

不登校児童生徒の数 人 9 0

青少年補導件数 件 0 0

◇巡回補導回数・活動人数の推移
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現状と課題

少子化や核家族化の進行、情報化の進展など社会・経済情勢の急速な変化に伴い、青少年を取り巻
く環境は大きく変化し、規範意識の低下や非行・犯罪の増加、低年齢化、凶悪化等が全国的に深刻な
問題となっています。
すべての児童生徒を、心が通い合い、対人関係が構築でき、社会性のある大人に育成するため、小

中学校におけるいじめ・不登校問題に、関係者が一体となって組織的に対応する必要があります。
このため本市では、「いじめ防止対策推進法」に基づき、「東温市いじめ防止等のための基本方針」

を策定し、いじめに関する情報交換や対応を協議するために青少年問題等協議会を設置するなど体制
の整備に努めてきました。
また、青少年補導センターを拠点に青少年補導委員会、青少年健全育成推進協議会、ＰＴＡ等の関

係機関・団体と連携しながら、補導活動や環境浄化活動、相談活動、体験・交流機会の提供など、青
少年の健全育成に積極的に取り組んでいます。
今後も、青少年が家庭、学校、地域社会などあらゆる生活の場において、人権を尊重され、多様な

人間関係や活動を通して豊かな人間性を育み、未来へ向かって羽ばたけるよう、行政をはじめ、家庭、
学校、地域社会がそれぞれの立場を自覚して、より一層連携を密にし、積極的な取り組みを進めてい
く必要があります。

取り組みの方向性

学校、家庭、地域、関係機関等が連携し、一体となって、いじめ・不登校等を生まない環境づくり
に努めるとともに、いじめ等の早期発見・対処等について迅速に対応します。
青少年の健全育成については、従来通りの街頭補導を継続して実施し、青少年の非行を未然に防止

するよう努めます。また、今後も教育委員会を中心にPTA、警察、学校、行政等が連携し、青少年
の健全育成を推進します。

◇不良図書回収数の推移
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主な取り組み

いじめ・不登校等への組織的対応施策 １

①�　いじめ・不登校問題の重要性について、市民全体に認識を広めるため、学校、家庭、地域、関
係機関が一体となって取り組みます。

②�　「いじめ防止等のための基本方針」を定期的に見直し、いじめの未然防止、早期発見、対処等
への取り組みについて、組織として実効的に対応できるよう努めます。

【具体的な事業】　●いじめSTOP子ども会議事業

地域ぐるみで取り組む青少年健全育成活動の推進施策 ２

①�　青少年問題等協議会の充実・活用を図るとともに、関係機関・団体、家庭、学校、地域、行政
の連携を一層強化し、総合的に健全育成活動を推進します。

②�　関係機関・団体を中心とした有害環境の浄化や非行の発見・予防・対応などに関わる各種の活
動を支援・促進するとともに、広報・啓発活動の推進などを通じて地域における声かけ運動やあ
いさつ運動などを促進し、健全な社会環境づくりを進めます。

③�　いじめ・不登校、非行、学習方法等の教育問題全般について、児童生徒、保護者からいつでも
安心して相談できるよう教育相談活動の充実に努めます。

【具体的な事業】　●補導活動及び青少年健全育成事業　　
　　　　　　　　●「なめがわ清流の森」宿泊体制整備

関連する個別計画

■東温市いじめ防止等のための基本方針（平成27年 4月）
■東温市教育大綱（平成28年 ２月）
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◇教育相談件数の推移
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補導活動 なめがわ清流の森
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政策❸ 生涯学習社会の推進

目標 個性、能力を伸ばし、充実した人生を送ることができるまちを目指します

取り組み施策

１ 　学び合い高めあう生涯学習の推進
２　読書活動の推進と図書館利用の促進生涯学習社会の推進

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

公民館利用者数 人 76,566 100,000

図書貸し出し者数 人 63,295 70,000

わんぱく広場
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現状と課題

国では、少子高齢化やグローバル化など、社会全体が急速に変化する中、一人ひとりが生涯にわた
ってそれぞれのニーズに応じた学習を能動的・自発的に行い、その成果を社会に生かしていくことの
できる生涯学習社会の構築を推進しています。
本市では、市民の学習ニーズに応えるため、中央公民館や川内公民館、分館、図書館等の社会教育

施設を拠点に、講座や教室などの事業を開催しているほか、学習情報の提供や広報・啓発活動の推進、
社会教育団体の育成等に努めています。
しかし、市民の生涯学習に対するニーズは、教育や文化の範囲にとどまらず、生活や地域社会の課

題などへ広がりをみせるなど、ますます多様化、高度化しており、市民ニーズと社会の要請に適切に
応える学習機会の提供が求められています。
このため、趣味教養から社会の課題やまちづくりのための講座まで幅広く充実強化し、大学や民間

と連携するとともに、各種教養講座・教室の内容をより充実させ、より市民のニーズに沿った生涯学
習の場を提供していくことが必要となっています。

取り組みの方向性

生涯学習推進委員会の充実を図り、学社連携を推進し、学び合い、高めあう生涯学習を推進します。
また、各種団体との連携により、各世代のニーズに添った講座を機動的に実施します。
図書館においては、利用しやすい環境整備や、学校図書館との連携・協力体制を充実し、親しみの

ある図書館づくりを推進します。

◇公民館利用者数の推移
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　　　　※H23年度は、「中央公民館耐震補強大規模改造工事」の実施により利用者数が減少
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主な取り組み

学び合い高めあう生涯学習の推進施策 １

①�　学び合い高めあうことができるまちを実現するために、様々な変化に応じた学習機会の提供、
学習内容の向上に努めます。

②�　公民館を拠点に活動している団体が、その成果を発表し、地域での活動に生かすことのできる
体制の整備に努めます。

③　社会教育関係団体などとの連携を強化し、活動の支援制度の充実に努めます。

【具体的な事業】　●家庭教育学級事業　　　●各種講座開催事業
　　　　　　　　●社会教育団体連携事業　●公民館改修事業
　　　　　　　　●わんぱく広場・Jr.リーダー育成講座開催事業
　　　　　　　　●文化活動推進事業　　　●各種自主活動事業

読書活動の推進と図書館利用の促進施策 ２

①�　市民ニーズの的確な把握と対応により、施設・設備の整備や図書館資料の充実を図り、利用者
が快適に利用できる新鮮で魅力ある図書館づくりに努めます。

②�　「第 ２ 次とうおん子ども読書活動推進計画」に基づき、各種イベントなどの実施により、親し
みのある図書館を目指して、学校図書館と連携・協力して子どもたちの読書活動の助長に努めま
す。

【具体的な事業】　●図書館資料収蔵場所等大規模改修工事　　
　　　　　　　　●図書館管理システム更新事業
　　　　　　　　●子ども読書活動推進事業

関連する個別計画

■第 ２次とうおん子ども読書活動推進計画（平成24年 ３月）
■東温市教育大綱（平成28年 ２月）
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◇図書館利用状況の推移
〈貸出利用登録者総数〉

〈来館者数〉
来館者数推移
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政策❹ 文化・スポーツの推進

目標 誰もが、文化・芸術やスポーツに親しむことができるまちを目指します

取り組み施策

１ 　地域文化の継承・発展と文化財の保存・活用
２　スポーツ活動の充実・促進

文化・スポーツの
推進

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

文化活動団体登録数 団体 62 80

文化協会加入者数 人 996 1,200

指定無形民俗文化財保存団体数 団体 7 7

体育施設利用者数 人 354,095 360,000

スポーツ少年団登録指導者数 人 82 100

向井古墳史跡公園 文化祭（芸能発表会）
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現状と課題

超高齢社会を迎える中で、文化・スポーツは、次代を担う青少年の健全育成、世代間の交流、地域
コミュニティの醸成などに資するもので、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に不可欠なものです。
本市では、文化協会加盟の芸術・文化団体が中央公民館や川内公民館などの施設を利用して様々な

芸術・文化活動を行っています。
また、スポーツの振興は、市民大運動会や各種スポーツ大会の開催のほか、体育協会やスポーツ少

年団等と連携を図りながら、市民の健康づくりや地域交流の促進に努めています。
今後、創造的なまちづくりを進めるためには、文化活動の推進や、各種スポーツ大会をさらに充実

させるとともに、社会環境の変化等も見据え、誰もが文化・芸術やスポーツに親しむことができる機
会の創出や活動を積極的に進めていく必要があります。

取り組みの方向性

市民力を生かした個性豊かな文化の創出と「ふるさと東温づくり」に向け、市民のニーズに応じた
多様な文化活動の支援、文化財などの伝統文化の継承を図ります。
また、市民が生涯健康で活力ある生活が送れるよう、スポーツ推進委員と連携し、各種スポーツ大

会やスポーツ・レクリエーション活動の振興と効果的なPRによる参加促進を図ります。

市民大運動会

北方の獅子舞
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主な取り組み

地域文化の継承・発展と文化財の保存・活用施策 １

①�　文化祭や市民大学、各種講演会、コンサートなど、魅力ある文化行事の企画・開催を市民との
協働のもとに進めるとともに、民間の劇場との連携により、多様な芸術・文化を鑑賞する機会や
活動成果を発表する機会の拡充に努めます。

②�　先人が築き永く継承・保存してきた文化財・歴史資料を次世代へ継承するため、保護に取り組
みます。

③�　地域に残された伝統文化を継承していくため、後継者の育成などを支援し、体制の強化を図り
ます。

④�　収蔵資料を積極的に展示・公開し、ホームページに情報公開するなど、市民の歴史・文化の意
識高揚を図ります。

【具体的な事業】　●公民館活動事業　　●歴史民俗資料館事業　　●埋蔵文化財事業

スポーツ活動の充実・促進施策 ２

①�　市民が生涯にわたって、身近にスポーツ・レクリエーションに親しみ、健康で生きがいのある
生活を送ることができるよう、誰もが利用しやすいスポーツに親しむ場として、体育施設などの
充実と利活用の促進を図ります。

②�　「東温市スポーツ振興基本計画」に基づき、市民のニーズやライフステージに応じた、誰もが
参加しやすいスポーツ機会の提供に努めます。

③�　各種事業の展開にあたっては、体育協会などとの連携を強化し、市民のスポーツ活動の推進に
努めます。

④�　えひめ国体・大会の開催を契機に、今後、市民とスポーツ・レクリエーション関係者、行政の
「協働」により、さらなるスポーツ環境の整備に努めます。

【具体的な事業】　●各種スポーツ大会開催事業　　●体育施設管理運営事業
　　　　　　　　●プロスポーツ応援事業　　　　●えひめ国体・大会開催事業
　　　　　　　　●えひめ国体開催施設整備事業
　　　　　　　　●かすみの森公園多目的広場トイレ新築事業
　　　　　　　　●市民大運動会開催事業
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関連する個別計画

■東温市スポーツ振興基本計画（平成20年 ３月）
■東温市教育大綱（平成28年 ２月）

◇指定文化財内訳

有形文化財
無形

民俗文化財

記念物
合　計

建造物 美術工芸品 史　跡 名　勝 天然記念物

国指定 2 0 0 0 0 2 4

県指定 0 3 1 1 0 2 7

市指定 9 14 6 4 3 22 58

合　計 11 17 7 5 3 26 69
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第5章  みんなでつくる協働・自立のまち

政策❶ 人権尊重のまちづくりの推進

目標 市民一人ひとりが人権を尊重する、差別のないまちを目指します

取り組み施策

１ 　市民のすべてが実践する人権教育の推進
２　あらゆる場を通じた人権啓発活動の推進

人権尊重の
まちづくりの推進

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

人権講演会や研修会の開催回数 回 7 8

人権啓発事業の実施回数 回 19 22

人権に関する相談窓口の設置回数 回 36 36



現状と課題

「人権の世紀」と言われる21世紀において、人権の尊重が平和の基礎であるという世界的な共通認
識のもと、我が国においても、真に心豊かな社会の実現のため、平成28年 ４ 月には「障害者差別解
消法」が施行されるなど、人権尊重社会の確立に向けた様々な取り組みが進められています。
本市では、人権尊重の意識の高揚を目指して、人権に関する正しい理解と認識を深めるとともに日

常での態度や行動につながる人権感覚が身に付くよう、講演会・研修会の開催、啓発リーフレットの
配布、企業訪問等、様々な方法で人権問題解決に取り組んでいます。
しかし、依然として、同和問題をはじめとする子どもや女性、高齢者、外国人、障がいのある人な

どの従来からの人権問題が存在しており、また、情報化の進展によるインターネットを悪用した名誉
毀損、プライバシーの侵害等の新たな人権課題も生じています。
このため、市民一人ひとりが人権問題を身近なこととして受け止め、同和問題をはじめとする様々

な人権問題に対する正しい理解や認識を持ち、問題解決に取り組めるよう、人権教育協議会など関係
機関・団体と連携しながら、講座や講演会の開催、広報・啓発活動を継続的かつ効果的に推進してい
く必要があります。

取り組みの方向性

市民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を認識し、人権に関する知識・理解を深め、人権意
識を高めていくために、今後も引き続き講演会や研修会を積極的に開催し、関係機関等とも連携を図
りながら、人権教育や啓発活動を推進するとともに、人権侵害に対する適切な対応に努めます。

社会を明るくする運動（東温市大会）
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主な取り組み

市民のすべてが実践する人権教育の推進施策 １

①�　市民一人ひとりが人権について正しく理解し、人権への配慮が態度や行動に現れるような豊か
な人権感覚を培い、人権尊重の精神を日常生活に生かすことができるよう、人権教育を継続的か
つ効果的に推進します。また、人権教育協議会の活動支援や庁内関連部門と関係機関・団体相互
の連携強化を図りながら、指導者の育成に努めます。

【具体的な事業】　●研修会等開催事業　　●企業訪問活動事業　　

あらゆる場を通じた人権啓発活動の推進施策 ２

①�　学校、地域、家庭、職域その他の日常生活におけるあらゆる場を通じた人権教育・啓発活動を
継続的かつ効果的に推進し、人権意識の普及・高揚、差別のない社会の実現を目指します。また、
人権擁護機関など関係機関との連携のもと、人権相談の充実を図るとともに、人権侵害などに対
する適切な対応に努めます。

【具体的な事業】　●人権対策協議会支援事業　　●福祉館管理運営事業
　　　　　　　　●人権啓発事業　　　　　　　●社会を明るくする運動等事業

関連する個別計画

■東温市障害者基本計画（平成27年 ３月）
■東温市教育大綱（平成28年 ２月）
■第 ２次東温市男女共同参画計画（平成28年 ３月）

人権講座
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人権の花運動
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政策❷ 男女共同参画社会の形成

目標 あらゆる場において共に生き共に築く協働のまちを目指します

取り組み施策

１ 　男女共同参画の視点に立った意識改革
２　男女が共に参画するまちづくり
３　男女が共に働きやすい環境の整備
４　男女が健やかに安心して暮らせるまちづくり

男女共同参画社会
の形成

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

女性のいない審議会などの割合 ％ 18.2 10.0

審議会などにおける女性委員の割合 ％ 25.5 40.0

男女共同参画計画策定委員会 男女が参加する審議会等
（まち・ひと・しごと創生総合戦略会議）
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現状と課題

あらゆる場において、男女が人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にとらわれることなくその
個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が求められています。
国では、平成11年に「男女共同参画社会基本法」が制定されました。また、平成27年12月には「第
４次男女共同参画基本計画」が策定されました。
さらに、平成27年 ８月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定され、今後、

女性が希望に応じて職業生活で活躍できる環境の整備が進められます。
愛媛県においても、平成22年度に「第 ２ 次愛媛県男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画社

会の実現を目指しています。
本市では、広報・啓発活動や講演会・研修会の開催、審議会等への女性の登用促進、女性団体への

活動支援等、男女共同参画についての市民の理解浸透や女性の社会参画に努めていますが、依然とし
て女性の能力・適性への偏見や固定的な性別役割分担意識は根強く残っているため、「第 ２次東温市
男女共同参画計画（平成28年度～平成37年度）」に基づき、男女共同参画社会の実現に向けた施策
をより一層推進していく必要があります。

取り組みの方向性

少子高齢化の急速な進展や家族状況・地域環境の変化などにより、この10年間で社会情勢が大き
く変化しています。配偶者等からの暴力防止や職業生活における女性の活躍推進なども含め、さらな
る男女共同参画社会の実現に向けて、市民や事業所等と連携しながら、総合的・計画的に施策を推進
します。

男女共同参画研修
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主な取り組み

男女共同参画の視点に立った意識改革施策 １

①�　男女共同参画についての理解を深めるための啓発や情報提供を行うとともに、男女共同参画の
視点に立った教育や学習を充実させ、一人ひとりの人権意識の高揚を図ります。

②�　男女間のあらゆる暴力の根絶に向けて、啓発活動の推進や相談体制の充実に努めます。

【具体的な事業】　●男女共同参画啓発事業

男女が共に参画するまちづくり施策 ２

①　審議会等への女性委員の積極的な登用や、各種団体等における女性の参画を促進します。

【具体的な事業】　●女性委員登用促進事業

男女が共に働きやすい環境の整備施策 ３

①�　「男女の雇用の均等な機会と待遇の確保」や「セクシュアル・ハラスメント等の防止」に関す
る啓発を行います。

②�　仕事と生活の調和に向けて、子育て支援や介護施策の充実を図るほか、育児・介護休業制度な
どの周知・活用を促進します。

③�　職業生活における女性の活躍推進を図るため、女性管理職の登用などの推進や女性の人材育成・
能力開発に努めます。

【具体的な事業】　●女性活躍推進啓発事業
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男女が健やかに安心して暮らせるまちづくり施策 ４

①　生涯を通じて男女の健康に対する意識の向上と健康保持のための支援を推進します。
②�　高齢者や障がい者が安心して暮らせる環境整備を推進し、住み慣れた地域で生活し続けること
ができるよう支援に努めます。

【具体的な事業】　●介護休業制度周知促進事業

関連する個別計画

■第 ２次東温市男女共同参画計画（平成28年 ３月）

男女共同参画講演会

131

第 5章　みんなでつくる協働・自立のまち

重
点
施
策

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

Ⅲ 

前
期
基
本
計
画



政策❸ 地域コミュニティの育成

目標 活発なコミュニティ活動が展開される、地域主体の活力あるまちを目指します

取り組み施策

１ 　コミュニティ意識の高揚
２　コミュニティ施設の整備充実
３　コミュニティ活動の活性化支援
４　集落の維持活性化

地域コミュニティの
育成

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

組加入率 ％ 69.6 80.0

地域おこし協力隊員数 人 ― 5

集落支援員数 人 ― 5

◇組加入世帯数の推移

13,976 14,057 14,118 14,313 14,482 

10,266 10,335 10,296 10,240 10,086 

73.5 73.5 72.9 
71.5 
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15,000

Ｈ22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

世帯数（Ａ） 組加入世帯数（Ｂ） 組加入率（Ｂ／Ａ） 

（世帯） （％） 

69.6 
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現状と課題

コミュニティ意識は、地域の連携や助けあいの基本となるもので、市民生活には欠かせない重要な
要素です。近年、核家族化、情報化の進展などによる価値観や生活様式の変化により、地域課題も複
雑かつ多岐にわたっており、市民相互の連帯意識の希薄化、地域活動の担い手不足などが課題となっ
ています。
本市では自治会が中心となって、伝統文化やスポーツ、美化・清掃などの地域に根ざした様々なコ

ミュニティ活動が行われてきましたが、福祉や子育て、防犯・防災などの分野において、今まで以上
にコミュニティ活動の活発な展開が望まれています。
また、各地域の集会施設は、老朽化や耐震不足により活動拠点としての機能に支障を来しており、

さらなる自治機能の向上やコミュニティ活動の活性化に繋げるため、また、災害時などの避難施設と
しての役割を十分発揮できるよう、コミュニティ施設の整備を支援していく必要があります。

取り組みの方向性

地域コミュニティの活性化を図っていくため、地域課題の解決に向けた新たな活動などを支援・推
進するとともに、主体的なコミュニティ活動の促進に向け、各地の特色あるコミュニティ活動の情報
発信を強化します。
また、地域コミュニティ活動の拠点となる地区集会所等の整備（耐震改修を含む）についても引き

続き積極的に取り組んでいきます。

山之内集会所
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主な取り組み

コミュニティ意識の高揚施策 １

①�　コミュニティ活動の目的や必要性等を周知し、市民のコミュニティ意識の高揚及び自治会への
加入促進に努めます。

【具体的な事業】　●区長会運営事業

コミュニティ施設の整備充実施策 ２

①�　活動拠点となる地区集会所やレクリエーション施設などの整備充実を支援していくとともに、
これらの施設の地域住民による自主管理・運営体制の充実を促進します。

【具体的な事業】　●コミュニティ施設整備事業補助金
　　　　　　　　●コミュニティ施設耐震改修事業

コミュニティ活動の活性化支援施策 ３

①�　地域住民相互の連絡、環境の整備、地域環境美化、地域交流など、コミュニティ活動を支援す
る自治活動推進事業の促進に努めます。

【具体的な事業】　●自治活動推進委託事業　　●とうおん地域通貨事業

集落の維持活性化施策 ４

①�　地域住民が自ら行う地域課題の解決に向けた取り組みの支援や、外部人材を積極的に活用した
地域住民との連携による集落の維持活性化に努めます。

【具体的な事業】　●集落支援事業　　　　　　　●地域おこし協力隊導入事業
　　　　　　　　●研究機関等連携推進事業　　●頑張る中山間地域等支援事業
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集落支援活動（河之内地区） 集落支援活動（滑川地区）

地域おこし協力隊募集説明会
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政策❹ 市民と行政との協働のまちづくりの推進

目標 多様な市民参加による協働のまちを目指します

取り組み施策

１ 　協働のまちづくりの総合的推進
２　広報・広聴活動の充実
３　情報公開の推進
４　まちづくりに関する学習機会の提供
５　行政計画策定等へ参画・協働の促進
６　多様な市民団体、ボランティア等の育成

市民と行政との協働
のまちづくりの推進

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

市民提案事業件数 件 ― 5

まちづくり団体等の組織化数 団体 ― 1

とうおん未来会議
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現状と課題

少子高齢化の進展や人口減少傾向が続く中で、地域の抱える課題や住民ニーズは複雑・多様化して
いますが、財政状況が厳しさを増す中で、行政だけでは対応が困難なケースも生じています。
そのため、行政情報の公開・提供を積極的に行い、市民と行政との情報・意識の共有化を図りなが

ら、多様な住民参画・協働の仕組みを確立していくことが必要です。
本市では、広報とうおんやホームページを中心として情報を発信するとともに、意見箱の設置や各

種アンケート調査の実施などにより、市民ニーズの把握を行っています。また、「情報公開条例」及
び「個人情報保護条例」の制定のもと、情報公開を推進しているほか、各種の審議会や委員会などを
通じた市民参画による各種行政計画の策定・推進、各種市民団体の多様な分野における自主的な活動
の育成・支援などに努めています。
今後は、こうした取り組みをさらに充実し、すべての分野で市民と行政が一体となった協働のまち

づくりが一層活発に行われるよう、新たな時代の市民参画・協働に関する施策を総合的、計画的に進
めていく必要があります。
また、国際化が進展し、国外からの交流人口や市内に在住する外国人の増加が見込まれる中で、相

互の理解を深めあうための環境づくりが必要です。

取り組みの方向性

市民と行政との協働のまちづくりの推進のためには、市民への積極的な情報公開により、情報、意
識の共有化が重要です。今後、広報・広聴活動の充実を図るため、ホームページの充実や電子メール
の活用など、時代に即した広報活動に取り組みます。
また、市民主体のまちづくりを推進するため、ワークショップなど学習機会の提供を行うとともに、

まちづくりに関わる市民の交流機会の拡充を図ります。

市ホームページ 広報とうおん
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主な取り組み

協働のまちづくりの総合的推進施策 １

①�　市民が主体となった地域づくりを推進するため、市民や市民団体が自ら企画立案し、発表でき
る機会や多世代が気軽に交流できる場を設けるなど、協働のまちづくりを目指し総合的、計画的
な施策の展開を図ります。

【具体的な事業】　●多世代交流拠点運営管理事業　　●市民提案活動支援事業

広報・広聴活動の充実施策 ２

①�　広報とうおんをはじめとする各種刊行物の内容充実など広報活動の充実に努めるとともに、意
見箱の設置や各種アンケートの実施をはじめとする多様な広聴活動を推進します。

②�　ホームページの定期的な内容の充実及び有効活用を図り、双方向性の広報・広聴活動を推進し
ます。

【具体的な事業】　●地方創生総合サイト運用管理事業　　●広報事業

情報公開の推進施策 ３

①�　市民参画による公正で開かれた市政を推進するため、文書管理体制の充実のもと、「情報公開
条例」及び「個人情報保護条例」に基づき、個人情報の保護に留意しながら情報公開を推進しま
す。

【具体的な事業】　●情報公開・個人情報保護事務

まちづくりに関する学習機会の提供施策 ４

①�　市民の積極的な参画による地域づくりを推進するため、ワークショップなどのまちづくりに関
する学習や交流の機会の提供に努めます。

【具体的な事業】　●とうおん未来会議開催事業
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行政計画策定等へ参画・協働の促進施策 ５

①�　審議会や委員会などの委員の一般公募、ワークショップ、パブリックコメントの活用を一層推
進し、各種行政計画の策定・実施・評価・見直し、行政評価等への市民の参画・協働を促進しま
す。

【具体的な事業】　●各種計画等策定業務

多様な市民団体、ボランティア等の育成施策 ６

①　既存の各種市民団体の自主的な活動を積極的に支援します。

【具体的な事業】　●まちづくり団体等育成事業

区長連絡会市議会議員ミーティング

ボランティア活動（重信川清掃活動）

多世代交流拠点づくりワークショップ
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政策❺ 自立した自治体経営の推進

目標 行政サービスの効率化に努め、市民ニーズへの適切な対応と健全な行政運営のまちを
目指します

取り組み施策

１ 　自主性・自立性の高い自治体運営の推進
２　組織・機構の改革
３　行政評価システムの検証と行政運営
４　電子自治体の推進
５　広域行政の推進

自立した自治体経営
の推進

目標指標

目標項目 単位 基準値（H26） 目標値（H32）

市税収納率（一般会計） ％ 96.2 96.7

債券運用額 億円 2 15

行政情報配信メールの登録者数 人 649 2,000

松山圏域連携中枢都市圏における
連携事業実施数 件 — 12

140

重
点
施
策

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

Ⅲ 

前
期
基
本
計
画



現状と課題

景気の低迷や少子高齢化など社会・経済情勢の急速な変化により、市民税をはじめ自主財源が減少
傾向にある中、合併算定替（合併がなかったと仮定して算定した交付税額）終了により地方交付税も
減少する一方で、社会保障関係費は増加傾向にあるなど、財政状況は極めて厳しさを増しています。
これまで本市では、「行政改革大綱」や「集中改革プラン」に基づき、組織・機構の再編、補助金・

手数料の見直し、指定管理者制度の導入などの行財政改革への取り組みや ICT（情報通信技術）を活
用した行政コストの縮減、業務の効率化など、よりスリムで市民満足度の高い行政運営を目指し取り
組んできました。
しかしながら、本市を取り巻く環境の変化や市民ニーズの複雑・多様化などにより、従来の価値観

や手法では対応できない課題も多くなっています。
今後、健全で持続可能な自治体経営を進めていくためには、さらなる行財政改革への積極的な取り

組みを推進し、基礎自治体としての自主性・自立性の向上や長期的な視点に立った行財政基盤を確立
していく必要があります。
また、本市だけでは解決困難な共通課題などについては、広域的な視野に立ち、県や周辺自治体と

の連携による施策の展開や共同実施などを積極的に進めていく必要があります。

取り組みの方向性

行政サービスの水準を低下させることなく、個性的で自立したまちづくりを進めるため、「行政改
革大綱」や「集中改革プラン」に基づく、さらなる行財政改革を積極的に推進し、県や周辺自治体と
の連携を図りながら、市民サービスの一層の向上、職員の意識改革・資質向上に努めます。
また、市民・事業者との役割分担の適正化を図り、事務事業の簡素化や ICTの活用による業務の

効率化・迅速化を推進し、多様なニーズに素早く対応します。
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主な取り組み

自主性・自立性の高い自治体運営の推進施策 １

①�　事務事業を見直し優先度や実施効果などに配慮した財源の配分に努め、民間活力やノウハウを
活用するなど、さらなる行政サービスの向上と行政経費の節減、合理化を進めます。

②�　市税や使用料の徴収強化の取り組みを推進し、さらなる収納率の向上を図るとともに、長期保
有基金の効果的な運用、企業誘致による新たな市税収入の確保など、適正かつ安定的な財源確保
に努めます。

③�　財政指標の分析や、新公会計制度の活用により財政状況を的確に把握し，将来を見据えた健全
かつ効率的な行財政運営を推進します。

④�　歳入に見合った歳出を基本に予算編成を行い、最小の経費で最大の効果が挙げられるよう、職
員一人ひとりが常にコスト意識を持ち、事務改善、経費削減に取り組みます。

【具体的な事業】　●庁舎設備・機器更改業務　　●庁舎管理事業　　
　　　　　　　　●市税滞納整理事業　　　　　●支所施設維持管理事務　　

組織・機構の改革施策 ２

①�　事務事業の見直しや、新たな行政需要に対応した事務組織の再編、市民ニーズへの迅速かつ柔
軟な対応を図るため、個々の職員の責任と権限が明確化され、意思形成過程が簡素化された組織・
機構の編制を行います。

【具体的な事業】　●人事管理業務

行政評価システムの検証と行政運営施策 ３

①�　現在実施している事務事業評価（事前・事後）、施策評価から事務事業を分析し、予算・決算
と連動したシステムへの改革・改善を図りながら、行政評価システムの検証を行うとともに、地
域の実情に応じた行政サービスが提供できるよう、より一層質の高い効率的で効果的な行政運営
を図ります。

【具体的な事業】　●行政評価事務
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電子自治体の推進施策 ４

①�　市民サービス向上のため、住民記録、税務、福祉、財務会計等総合行政システム及び統合型
GIS（地図情報システム）の安定的かつ継続的な稼動に努めます。

②�　職員の行政事務の効率化を図るため、インターネット、グループウェア（職員間の情報共有を
図るための庁内ネットワーク）等、情報系システムの安定的かつ継続的な稼動に努めます。

③�　市民が必要とする情報をホームページや行政情報配信メールを通して提供するとともに、誰も
が簡単に利用できるシステム環境の維持・向上に努めます。

④�　施設予約、図書館蔵書検索及び申請書ダウンロード等インターネットを活用した手続きの利便
性の向上を図ります。

⑤�　社会保障・税番号制度に対応した、総合行政システムの改修やネットワークセキュリティを確
保し、制度の適切な運用に努めます。

。【具体的な事業】　●情報管理業務　　　　　　　　　　●情報系システム運用管理業務
　　　　　　　　●基幹系システム運用管理業務　　　●統合型GIS運用管理業務
　　　　　　　　●地域イントラネット運用管理業務　●eLTAX管理運営事業

広域行政の推進施策 ５

①�　県と県内20市町の連携により、共通課題の解決や新たな連携施策の創出など、広域的な施策
の展開を推進します。

②�　松山圏域 ３市 ３町の一体的かつ持続的な発展を図るため、圏域の強みや特色を生かした連携施
策を推進し、松山圏域ビジョンに基づく魅力ある都市圏の形成に努めます。

【具体的な事業】　●松山圏域連携中枢都市圏推進事業

関連する個別計画

■第 ３次東温市行政改革大綱・実施プラン（平成26年 ２月）
■東温市税徴収計画（毎年）
■普通会計中長期財政計画（毎年）
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航空写真
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Ⅳ 資料編
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総合計画策定体系図

庁内組織

提案
市　　長

東温市総合
計画審議会東温市議会

市　　民コンサルタント

総務部会 市民福祉部会

職員参画

庁 内 各 課

産業建設部会 教育文化部会

市民参画

議決

策定指示

副市長・教育長・部長・各課等の長

課長補佐・係長・主査

・基本構想（案）

・基本計画（案）

・基本構想（素案）

参画

・基本計画（試案）

情報提供

考察・提案
支援

アンケート・
まちづくり座談会等

提言・回答

◯消防防災
◯交通安全・防犯
◯国際化・地域間交流
◯消費者対策
◯男女共同参画
◯コミュニティ
◯住民参画・協働
◯情報通信網
◯行財政運営・広域行政

職員の派遣
資料等の提供

ヒアリング等
資料等の依頼

◯環境施策
◯ごみ処理等環境衛生
◯保健・医療
◯地域福祉・人権
◯高齢者施策
◯障害者施策
◯児童福祉
◯生活保護
◯国保・年金
◯介護保険

◯公園・緑地・水辺
◯上水道
◯下水道
◯農業
◯林業
◯商業
◯工業
◯観光・レクリエーション
◯雇用・勤労者福祉
◯土地利用
◯市街地整備
◯景観
◯住宅・宅地
◯道路交通網

◯生涯学習
◯学校教育
◯青少年健全育成
◯芸術・文化、文化財
◯スポーツ
◯子育て支援

諮問

答申

東 温 市 総 合 計 画
策 定 委 員 会

総合計画策定委員会
事務局（企画財政課）

策 定 部 会
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総合計画策定経過

年月日 項　　　目 内　　　容

H26. 6.27 第１回　総合計画策定委員会 方針・スケジュール、アンケート内容の検討等

10.19 とうおん未来会議 公募市民18人

11.20 まちづくり座談会 10団体

H27. 4.30 第１回　総合計画策定部会 政策項目の点検・検討

5.11 第２回　総合計画策定委員会 政策項目の検討

6. 8 第１回　総合計画審議会（諮問） 方針・スケジュール、アンケート結果報告等

6.10 第２回　総合計画策定部会 基本構想（案）の検討

6.22 第３回　総合計画策定部会 基本構想（案）の検討

6.30 第３回　総合計画策定委員会 基本構想（案）の検討

7. 2 議会への経過説明 基本構想（案）の説明

7. 8 第２回　総合計画審議会 基本構想（案）の検討

8.17 第４回　総合計画策定委員会 基本構想（案）の検討

9. 3 第３回　総合計画審議会 基本構想（案）の検討

10. 9 第５回　総合計画策定委員会 基本計画（案）の検討

10.29 第４回　総合計画審議会 基本構想・基本計画（案）の最終審議

11. 2 基本構想（答申） 総合計画審議会長から市長へ答申

11. 5 市民意見公募（11/5～19） 基本構想（案）のパブリックコメント実施

11.13 議会への経過説明（11/13、17） 基本構想及び基本計画（案）の説明

12.16 基本構想　市議会議決 市議会において基本構想を議決

H28. 3. 4 議会への経過説明 基本計画の説明

◆市民アンケート（市内在住の16歳以上の市民から無作為抽出した3,000人）
平成26年7月30日～8月15日　　回収：1,424人　回収率：47.5%

◆中学生アンケート（市内中学 3 年生306人）
平成26年 7月 回答数　285人

◆市民団体アンケート（市内32団体）
平成26年10月 回答数　17団体

◆市職員アンケート
平成26年11月 回答数　275人
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諮問文書

東 温 企 第 4 2 7 号
平成27年6月8日

東温市総合計画審議会会長　　様

東温市長　髙須賀　　功

第 ２ 次東温市総合計画基本構想について（諮問）

東温市総合計画策定条例（平成27年東温市条例第 3 号）第 ７ 条の規定に基づき、　
第 ２ 次東温市総合計画基本構想について、貴審議会の意見を求めます。
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答申文書

平成27年10月29日

東温市長　髙須賀　　功　　様

東温市総合計画審議会
会　長　伊　達　知　元

第 ２ 次東温市総合計画基本構想について（答申）

平成27年 ６ 月 ８ 日付け東温企第427号で諮問のあった「第 ２ 次東温市総合計画基本構想」
について、当審議会で慎重に審議した結果、その内容を妥当なものとして認め、以下の意
見を付して答申します。

記

１ 　当審議会での意見や審議経過を十分尊重し、基本構想及び基本計画を策定すること。

２ 　基本構想に掲げる将来像の実現に向け、市民や市議会等関係機関の理解と協力を　
得ながら広く市民に情報提供を行い、総合的・計画的にまちづくりを推進するよう努
めること。
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総合計画審議会委員名簿

【50音順】

番号 氏　名 役　　職　　名 備　考

1 井　藤　正　信 愛媛大学法文学部総合政策学科教授
東温市中小零細企業円卓会議委員長 副会長

2 大　野　英　子 松山市農業協同組合女性部長 　

3 岡　部　洋　夫 東温市土地改良連絡協議会会長代行 　

4 菅　野　胤　子 松山地区人権擁護委員協議会東温部会会長 　

5 髙須賀　惠美子 東温市婦人会会長 　

6 髙須賀　秀　喜 東温市小中学校長会会長 　

7 橘　　　敞　三 公募委員 　

8 伊　達　知　元 東温市区長会会長 会　長

9 橋　本　政　雄 東温市老人クラブ連合会会長 　

10 藤　原　　　弘 東温市社会福祉協議会会長 　

11 細　川　秀　明 公募委員 　

12 宮　田　惠　子 東温市民生児童委員協議会会長 　

13 森　　　光　夫 東温市消防団団長 　

14 山　内　数　延 東温市議会文教市民福祉委員長 　

15 山　内　和　美 きらり東温代表 　

16 山　内　孝　二 東温市議会議長 　

17 渡　部　繁　夫 東温市議会総務産業建設委員長 　

18 渡　部　光右衞 東温市農業委員会会長 　

19 渡　部　ゆかり 東温市ＰＴＡ連合会副会長 　

20 和　田　宏　一 東温市商工会副会長 　
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総合計画策定条例

　　○東温市総合計画策定条例
( 平成27年 3 月20日条例第 3 号 )

　( 趣旨 )
第 １ 条　この条例は、東温市総合計画の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。
　( 定義 )
第 ２ 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

( １ )　総合計画　本市のまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画からな
るものをいう。

( ２ )　基本構想　本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想を
いう。

( 3 )　基本計画　基本構想を実現するための施策の内容を体系的に示す計画をいう。
( 4 )　実施計画　基本計画で定めた施策を推進する事業を示す計画をいう。

　( 総合計画策定の方針 )
第 3 条　市は、広く市民の意見を聴いて総合計画を策定するものとする。
　( 議会の議決 )
第 4 条　市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
　( 基本計画及び実施計画の策定 )
第 5 条　市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。
　( 総合計画の公表 )
第 ６ 条　市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
　( 総合計画審議会への諮問 )
第 ７ 条　市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、東温市附属機関

設置条例（平成24年東温市条例第 ２ 号）第 ２ 条に規定する東温市総合計画審議会に諮問するもの
とする。

　( 委任 )
第 ８ 条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
この条例は、公布の日から施行する。
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東温市の『と』をデザイン化。躍動
する人をイメージしています。赤い
丸は夢を育む情熱のまち、二重に重
なる構成は二町合併を意味します。
未来に躍進する東温市を象徴してい
ます。

市  章

日本を代表する花として広く愛され、
市内には、桜三里、源太桜、玉糸桜、
塩ヶ森公園、桜づつみ公園、重信川
の公園など、数々の名所があり、多
くの市民に親しまれています。

市の花

春から夏にかけて樹冠いっぱいに咲
く花や美しい秋の実と紅葉など、一
年を通じて楽しめ、育てやすく新鮮
さと親しみのある木です。明治の終
わりに日本からワシントンに贈った
「さくら」の返礼として贈られた木と
して有名です。

市の木

さくら

はなみずき

北吉井小学校　伊 葉　小 夏 さん

川上小学校　西 本　衣 舞 さん

北吉井小学校　廣保　知 さん 上林小学校　山 内　欣 也 さん

とうおん未来予想図
愛媛県東温市
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